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晋
南
朝
に
お
け
る

「
忠
孝
先
後
」
問
題
を
め
ぐ

っ
て

野

田

俊

昭

序父
子
間
の
秩
序

で
あ
る
孝
が
具
体
的
な
骨
肉
の
理
論
に
ね
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
君
臣
間
を
む
す
び

つ
け
る
忠

が
い
わ
ば
抽
象
的
次
元

へ
の
飛
躍
が
あ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
、
孝
が
家
門
内
に
お
い
て
、
忠
が
家
門
外
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
唱
導
さ
れ
る
場
が
相
異
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
忠
と
孝
と
は
根
本
に
お
い
て
相
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
の
ち
の
皇
帝
権

力
に
連
な
る
君
権
が
形
成
さ
れ
始
め
ら
れ
た
頃
よ
り
、
君
臣
関
係
"
忠
と
父
子
関
係
　
孝
と
の

一
体
化
が
、
意
識
的
無
意
識
的
に
、
絶
え
ず
求
め
ら

　
ヱ

ソ

れ

た
。

こ

の
際

の

忠

と

孝

と

は

二

つ

の
か

た
ち

を

と

っ
て

い
る

。

そ

の

一
つ
は

、

『孝

経
』

に
見

え

る
よ

う

に

、
孝

を
観

念

化

し

て
忠

に
結

び

つ
け

ヘ

へ

る
も
の
で
あ
る
。
他
の

一
つ
は
な
ま
の
関
係
と
し
て
体
制
側
ー
皇
帝
権
力
側
が
忠
を
孝
の
上
位
に
お
く
も
の
で
あ
る

(前
者

に
あ

っ
て
も
忠
の
孝
に

対
す
る
優
位
が
窺
わ
れ
る
。
)。
小
論
は
主
と
し
て
後
者
の
場
合
を
と
り
あ
げ

(そ
こ
で
は
現
実
に
忠
と
孝
と
が
矛
盾
し
、
対
立
す
る
こ
と
が
あ
る
。
)、

時
代
を
晋
南
朝
に
、
対
象
を
皇
帝
と
官
吏

(
と
し
て
の
士
人
)
と
の
間
に
限
定
し
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
大
要
は
以
下
の
ご

と
く
で
あ

る
。

晋
南
朝

の
各
王
朝
は

「以
孝
治
天
下
」
、

つ
ま
り
孝
治
主
義
を
も

っ
て
施
政
の
第

一
方
針
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
孝
治
主
義
を
施
政
の

大
方
針
と
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
実
施
面
で
晋
と
南
朝

で
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
す
も

の
と
し
て
、
晋
の
皇
帝
が

不
孝
を
め
ぐ
る

「清
議
」

・

「郷
論
」
を
大
き
く
肯
定
し
、
そ
れ
を
官
界
運
営
の

一
環
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
南
朝
の
皇
帝
が
、
巨
視
的
に
は
　

一
般
的
な
形

に
お
い
て

「清
議
」

・
「
郷
論
」
の
存
在
を
肯
定
し
て
は
い
る
も
の
の
、
忠
を
称
揚
す
べ
く
、
あ
る
い
は
有
為

の
人
才
を
救
う
と
い
う
観

点
か
ら
、
不
孝
を
め
ぐ
る
`
「清
議
」

・
「
郷
論
」
を
否
定
す
る
こ
と
の
あ
る
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
南
朝
も
後
期
に
な
る
と
、
皇
帝
の
側
か
ら



旧
来
と
は
異
な
る
孝
観
念
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
忠
を
重
視
す
る
と
い
う
方
向
に
お
い
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ

で
、
晋
南
朝
の
忠
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
官
吏
の
側
か
ら
見
た
際
、
ひ
と
つ
の
王
朝

に
限
る
と
す
る
も
の

と
、
複
数

の
も
の
に
お
よ
び
得
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
の
忠
に
二
面
性

が
存
在
す
る
の
は
、
忠

　
　

ソ

の
本

質

を

ま

こ

こ

ろ

を

も

っ
て
君

に
仕

え

る

と

い
う

と

こ

ろ

に
求

め

た

こ

と

に

基

づ

く

も

の

で
あ

ろ

う

が

、

そ

れ

に

し

て
も

、

(
前

者

に

つ

い

て
は

問

題

は

な

い

が

)
、

後

者

の
場

合

を

も

ま

た

(
ま

こ

こ

ろ
を

も

っ
て
君

に
仕

え

さ
え

す

れ
ば

)
忠

と

さ

れ

た

こ
と

は

、

官

吏

の
皇

帝

に
対

す

る
忠

の

実

践

に
際

し

て
迫

力

を
欠

く

こ
と

に
な

っ
た

と

考

え

ら

れ

る

。

一
、
晋
の
孝
治
主
義

晋
王
朝

が

「以
孝
治
天
下
」
、

つ
ま
り
孝
治
主
義
を
施
政
の
大
方
針
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
贅
言
を
要
し
な

い
と
思
う
が
、
史
料
を

二

・
三
あ
げ

て
お
く
。
魏
の
正
治
十
年
の
司
馬
氏
の
ク
ー
デ
タ
ー
成
功
以
来
、
魏
王
朝
の
実
権
は
司
馬
諮
、
そ
の
子
司
馬
師

、
司
馬
昭
に
つ
ぎ
つ
ぎ

に
握
ら
れ
た
が
、
司
馬
昭
に
つ
い
て
、
『晋
書
』
巻
三
十
三
何
曾
伝
に
、

時
歩
兵
校
尉
院
籍
負
才
放
誕
、
居
喪
無
礼
。
曾
面
質
籍
於
文
帝

(司
馬
昭
)
座
日
、
卿
縦
情
背
礼
、
敗
俗
之
人
。
今
忠
賢
執
政
、
綜
核
名
実
、

若
卿
之
曹
、
不
可
長
也
。
因
言
於
帝

日
、
公
方
以
孝
治
天
下
、
而
聴
院
籍
以
重
哀
飲
酒
食
肉
於
公
座
。
宜
損
四
商
、
無
令
汚
染
華
夏
。
帝
日
、

此
子
廠
病
若
此
、
君
不
能
為
我
忍
邪
。
曾
重
引
拠
、
辞
理
甚
切
。
帝
錐
不
従
、
時
人
敬
揮
之
。

と
あ
る
。
魏
の
天
子
の
禅
を
受
け
て
、
正
式
に
晋
王
朝
を
創
始
し
た
司
馬
炎

(武
帝
)
に
つ
い
て
も
、
『晋
書
』
巻
八
十
八
李
密
伝
に
見
え
る
、
武

帝
に
対
す
る
李
密

の
上
奏
中
に
、

泰
始
中

、
…
…
乃
上
疏
日
、
…
…
伏
惟
聖
朝
以
孝
治
天
下
。

と
あ
る
。
ま
た

『晋
書
』
巻
二
十
礼
志
中
に
よ
れ
ば
、
魏
の
威
煕
二
年
の
八
月
、
司
馬
昭
が
死
ん
で
、
九
月
に
葬
ら
れ
、
十
二
月
に
武
帝
が
受
禅
即

位
し
て
泰
始
と
改
元
し
た
。
武
帝
は
漢
魏
の
旧
典
に
遵

っ
て
既
葬
除
服
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
な
お

「深
衣
素
冠
服
、
降
席
撤
膳
」

の
状
態

で

三
年
を
終
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
太
宰
司
馬
孚

・
太
傅
鄭
沖

・
尚
書
令
斐
秀

・
尚
書
僕
射
武
陵
ら
が
上
奏
し
て
、
権
制

に
従

っ
て
即
吉
す
る
よ
う
に

再
三
勧
め
た
け
れ
ど
も
、
武
帝
は
遂
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
太
后
の
喪
に
当

っ
て
も
、
同
様
な
礼
を
以
て
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
右
の
太
宰

司
馬
孚
ら

の
勧
め
を
拒
否
し
た
武
帝

の
詔
に
、



本
諸
生
家
、
伝
礼
来
久
。
何
至

一
旦
便
易
此
情
於
所
天
。

と
あ

っ
て
、
自
ら
司
馬
氏
が
儒
学
を
家
学
と
す
る
家
で
あ
り
、
孝
道
の
実
践
を
重
ん
ず
る
の
は
い
わ
ば
祖
法
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

恐
ら
く
右
の
よ
う
な
皇
帝
の
出
自
も
か
ら
ん
で
、
晋
代
に
入
る
と

「清
議
」

・

「郷
論
」
が
官
界
運
営
の

一
部
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「清
議
」
は

(士
人
間
の
清
く
正
し
い
議
論
に
も
と
つ
く
)
官
吏
た
る
士
人
の
処
罰
を
め
ぐ
る
正
当
な

「輿
論
」
と
い
っ
た
意
味
、
こ
の

「郷
論
」

は
郷
党
に
お
け
る
士
人
間
の

(そ
の
地
域
出
身
の
)
官
吏
た
る
士
人
の
処
罰
を
め
ぐ
る
正
当
な

「輿
論
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
晋
代
以
降
、
官

　　
　

吏
た
る
士
人
に
儒
教
的
名
教
に
惇
る
行
為
が
あ

っ
た
際
、
そ
の
処
罰
は

「清
議
」
を
正
す
、
「
郷
論
」

に
任
す
と
い
う
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
た
。

そ
う
し
た
処
罰
は
、
「清
議
」
も
し
く
は

「郷
論
」
の
対
象
と
な

っ
た
も
の
の
郷
品
を
退
割
し
た
り
、
そ
の
も
の
が
郷
品
を
持

つ
こ
と
を
否
定
し
た

り
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
具
体
化
さ
れ
る
。
前
者
の
場
合
は
退
割
さ
れ
た

(低
い
)
郷
品
に
応
じ
た

(低
い
官
品
の
)
官
職

に
し
か
つ
き
え
な
い
し
、

　
ヨ

リ

後

者

の
場

合

は

官

吏

た

り

え

な

い
。

こ
う

し
た

「
正

清

議

」

と

「
任

郷

論
」

と

は

自

ら

関

連

す

る

と

こ
ろ

を

持

つ
。

と

こ
ろ

で
、

「
清

議

」

も

し

く

は

「
郷

論

」

の

対

象

と

な

る

行

為

と

は
、

結

局

儒

教

的

名

教

に
惇

る

と

さ

れ

る
行

為

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら
を

検

す

　
る

　

る
と
、
考
道
の
実
践
に
か
か
わ
る
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
父
母
生
存
時
の
孝
養

に
関
す
る
も
の
と
、
父

母
没
後
の
喪
礼
に
関
す
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
今
以
下
の
考
察
と
関
連
の
あ
る
事
例
を
若
干
あ
げ
る
。

「晋
書
』

巻
五
十
庚
純
伝
に
、
西
晋
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
庚
純
と
質
充
と
は
も
と
も
と
不
仲
で
あ

っ
た
が
、
費
充
が
酒
席
で
庚
純
の
父
が
老

い

て
い
る
の
に
庚
純
が
供
養
し
な
い
と
い
っ
た
の
に
対
し
て
、
庚
純
が
費
充
の
魏
王
朝

(具
体
的

に
は
高
貴
郷
公
)
に
対
す
る
不
忠
を
詰

っ
た
こ
と
か

ら
争

い
が
起

っ
た
こ
と
、
御
史
中
丞
孔
悔
が
庚
純
を
弾
劾
し
、
下
司
の
庚
純

(彼
は
当
時
河
南
サ
で
あ
っ
た
。
)
が
上
司
の
賃
充

(彼
は
当
時
司
空

で
あ
っ
た
。)
を
慢

っ
た
こ
と
に
よ
り
庚
純
の
官
を
免
す
べ
き
を
請
う
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
詔
が
出

て
庚
純
の
官
を
免

じ
た
こ
と
、
な
ど
を
記

し
た
の
ち
、
さ
ら
に
武
帝
が
詔
を
出
し
て
、
「以

(庚
)
純
父
老
不
求
供
養
、
使
拠
礼
典
正
其
戚
否
」
と
し
て
、
庚
純
の
こ
の
行
為
を
処
罰
の
対
象

と
な
り
う
る
ほ
ど
の
不
孝

で
あ
る
か
否
か
を
群
臣
に
博
議
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
博
議
参
加
者
の
ひ
と
り
,
当
時
司
徒
西
曹
橡
で
あ

っ

た
劉
斌
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

敦
叙
風
俗
、
以
人
倫
為
先
。
人
倫
之
教
、
以
忠
孝
為
主
。
忠
故
不
忘
其
君
、
孝
故
不
忘
其
親
。
若
孝
必
専
心
於
色
養
、
則
明
君
不
得
而
臣
、
忠

必
不
顧
其
親
、
則
父
母
不
得
而
子
也
。
是
以
為
臣
者
、
必
以
義
断
其
恩
、
為
子
也
、
必
以
情
割
其
義
。
在
朝
則
従
君
之
命
、
在
家
則
随
父
之
制
。

然
後
君
父
両
済
、
忠
孝
各
序
。
…
…
且
純
近
為
京
サ
、
父
在
界
内
、
時
得
自
啓
定
省
、
独
於
礼
法
外
処
其
既
顯
、
斌
愚
以
為
非
理
也
。
礼
、
年



八
十
、

一
子
不
従
政
。
純
有
二
弟
在
家
、
不
為
違
礼
。
又
令
、
年
九
十
、
乃
聴
悉
帰
。
今
純
父
実
未
九
十
、
不
為
犯
令
。
罵
辱
宰
相
、
宜
加
放

む

む

斥
、
以
明
国
典
。
聖
恩
凱
悌
、
示
加
疑
退
、
臣
愚
無
所
清
議
。

右
は
、
父

(母
)
が
年
八
十
以
上
の
場
合
に
は
、
そ
の
子
供
の
う
ち
少
な
く
と
も

一
人
は
官
職
に
つ
か
ず
父
母
に
孝
養
を
尽

す
こ
と
を
専
ら
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
そ
れ
以
外
の
子
は
官
職
に
つ
い
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。
)。
父

(母
)
の
年
が
九
十
以
上
の
場
合
は
、
そ
の
子
供
は
す
べ
て

官
職
に
つ
か
ず
、
父

(母
)
に
孝
養
を
尽
す
こ
と
を
専
ら
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
礼

(
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く

『礼
記
』
王
制
に
見
え

　
ら

　

る
も

の

で
あ

る
。
)

の

「
規

定

」

に

反

す

る

場

合

は

、

「
清

議

」

に

よ

っ
て
処

罰

さ
れ

る

べ
き

で
あ

る
が

、

庚

純

の
場

合

は

、
父

の
年

は

八
十

を

こ
え

て

い

る

け

れ
ど

も

、

弟

が

二
人

家

に
あ

っ
て
ー

つ
ま

り
官

職

に

つ
く

こ
と

な
く
i

父

に
対

し

て
孝

養

を

専

ら

に

し

て

い

る

の

で
あ

る

か

ら
、

右

の
礼

の

「
規

定

」

に
何

ら
違

反

す

る
も

の

で

は

な

い
。

し

た
が

っ
て

「
清

議

」

す

る
と

こ
ろ

で

は
な

い
、

と

い
う

こ
と

を

述

べ

た
も

の

で
あ

る
。

博

議

で

は
庚

純

を

不

孝

と

し

て
処

罰

す

べ

き

で
あ

る

と

す

る
意

見

も

出

た

け

れ
ど

も

、
後

文

に
ょ

れ

ば

、
灰

純

に
対

す

る
処

罰

は
酒

席

に

お

い

て

、
下

司

で

あ

る

に
も

か

か

わ

ら
ず

上

司

を

慢

っ
た

と

す

る
罪

に

よ

る
免

官

と

い

う

こ
と

で
完

結

し

て

い

る

こ
と

か

ら
、

結

局

劉

斌

に
代

表

さ

れ

る
意

見

が

公

式

見

解

と

し

て
採

用

さ

れ

た
と

し

て

よ

か

ろ

う

。

以

上

は
逆

か

ら
言

え
ば

、
右

の
礼

の

「
規

定

」

に
違

反

し

て
官

職

に

つ
き
国

政

に
従

事

す

れ
ば

(
こ

れ

は
忠

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い
る

。
)
、
孝

道

の
実

践
ー

孝
ー

に
欠

け

る
も

の
と

し

て

「
清

議

」

よ

っ
て
処

分

さ

れ

る

こ
と

を

示

し

た
も

の
と

さ

れ

よ

う

。

こ

れ

は

い

わ
ば

ね

む

っ
て

い

る

「
規

定
」

が

問

題

が
生

じ

た

と

き

に

め

を

さ

ま

し

た

も

の

で
あ

ろ

う

(
以

下

、

こ
う

し

た

「
規

定

」

と

い
う
表

現

に

は

明
確

に
成

文

化

さ

れ

た

も

の

だ

け

で

は

な

く
、

い
わ
ば

慣

習

法

的

な

も

の
を

も

含

め

る

。
)
。
従

っ
て
、

こ

の

「
規

定

」

違

反

が

「
清

議

」

(
も

ち

ろ

ん

「
郷

論

」

に

つ

い

て
も

)

の

対

象

要

件

と

さ

れ

る

こ
と

が

示

さ

れ

た
灰

純

の
事

例

以

降

、

こ
れ

に
違

反

す

れ

ば

「
清

議
」

・

「
郷
論

」

に

か

か

わ

る

も

の

で
あ

る

と

す

る

理

解

が
共

通

の

も

の

と

な

っ
た

も

の

と
推

断

さ

れ

る

。

こ

の

こ
と

を

明

示

す

る
史

料

を

あ

げ

る

こ
と

は

で

き

な

い

が

、

『
南

斉

書

』

巻

三

十

二

張

伝

に

、

張

岱

に

つ
い

て
、

随

王

誕

於

会

稽

起

義

。
以

為

威

建

威

将

軍

、
輔

国

長
史

、
行

県
事

。
事

平

、
為

司
徒

左

西

曹

。

母
年

八
十

、
籍

注

未

満

、
岱

便

去

官

従

実

還

養

。

有

司

以

岱

違

制

、
将

欲

糾

挙

。

宋

孝

武

日

、
観

過

以

知

仁

、
不

須

案

也

。

と

あ

り

、
右

の

「
規

定

」

が

官

吏

の
側

に

と

っ
て

は

一
種

の
権

利

と

し

て

と

ら

え

ら

れ

て

い
る
。

こ

の

こ
と

は
右

の
推

断

を

支

え

る

と

こ

ろ

が
あ

ろ

う

。

ま

た

、

『
宋
書

』

巻

九

十

一
孝

義

、

何

子

平

伝

に
、

何

子

平

に

つ
い

て
、



揚
州
辟
従
事
史
、
…
…
母
本
側
庶
、
籍
注
失
実
、
年
未
及
養
。
而
籍
年
己
満
、
便
去
職
帰
家
。
時
鎮
軍
将
軍
顧
観
之
為
州
上
綱
。
謂
日
、
尊
上

年
実
未
八
十
。
親
故
所
知
。
州
中
差
有
微
録
、
当
啓
相
留
。
子
平
日
、
公
家
正
取
信
黄
籍
。
籍
年
既
至
、
便
応
扶
待
私
庭
。
何
容
以
実
年
未
満
、

苛
冒
栄
利
。
且
帰
養
之
願
、
又
切
微
情
。

と

も

あ

る

。

以

上

は

一
定

の
段
階

に
達

し

た

な

ら

ば

(
具

体

的

に

い

え
ば

、

「
(
父

母

)

八
十

者

、

一
子

不
従

政

。

九

十

者

、
其

家

不

従

政

。」

と

す

る

礼

の

「
規

定
」

に
該

当

す

る

よ

う

に

な

れ
ば

)
、

忠

よ

り
も

孝

を

選

択

す

べ

し

と

す

る

も

の

で
あ

る

。

右

は

父

母

生

存

時

の
孝

養

に
関

す

る

「
清

議
」

・

「
郷

論

」

を

め

ぐ

る

「
規

定

」

で

あ

る
。

次

に
有

名

な

史
料

で
あ

る

が

、

『世

説

新

語

』

巻

下

之

下

尤

悔

篇

第

三

十

三

に
、

温

公

、

初

受
劉

司
空

使

、
勧

進

。

母

崔
氏

固

駐

之

。
嬌

絶
裾

而

去

。

迄
於

崇

貴

、
郷

品

猶

不

過

也

。

毎

爵

皆

発

詔

。

と

あ

る

。

「
温

公
」

と

あ

る

の

は
温

嬌

の

こ

と

で

あ

る

。

「
爵

」

と

い

う

の

は

こ

の

場

合

ほ

ぼ
官

爵

と

い
う

意

味

で

あ

り

、

「
毎

爵

」

と

い

う

の

は

「
新

し
く
官

職

が

昇

る

ご

と

に
」
、
あ

る

い

は

「
新

し

い
官

職

に

つ
く
ご

と

に
」

と

い

っ
た

意

味

で
あ

る

。

ま

た
、

『晋

書

』

巻

七
十

八
孔

愉

伝

に

、

初

愉
爲

司
徒

長
史

。
以

平
南

将

軍

温
嬌

母

亡

、

遭

乱

不
葬

、

乃

不

過
其

品

。
至

是

(
蘇

)
峻

平

。
而

嬌

有

重

功

。
愉

往

石
頭

、

詣
嬌

。
嬌

執

愉

手

、

而

流

涕

日

、

天

下
喪

乱

、

忠

孝

道

廃

。

能

持

古

人

之

節

、
歳

寒

不

凋
者

、
唯

君

一
人

耳

。
時

人

、
威

称

嬌

居

公

、
而

重

愉

之

守

正

。

と
あ

る
。

両

記

事

を

あ

わ

せ
考

え

る

と

、

温

嬌

は

母

が

死

亡

し

た

際

、
喪

乱

の

た

め

に
奔

っ
て
葬

ら

な

か

っ
た

の

で
、

「
清

議

」

も

し

く

は

「
郷

論
」

の
対

象

と

な

り
、

一
旦

郷

品

の
引

き

下

げ

、

あ

る

い
は

否

定

が

な

さ

れ

た

。

の
ち

に
州

大

中

正

が

そ

の
郷

品

を

復

し

よ

う

と

し

た

が

、

司
徒

府

が

そ

　
　

り

れ
を
認
め
な
か

っ
た
。
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
れ
は
母

(
も
ち
ろ
ん
父
も
含
ま
れ
る
。
)
の
葬
送
が
終
了
し
な
い
ま
ま
で
官
に
つ
き
国
政

に
従
事
し
た
際
、
そ
れ
が
た
と
え
喪
乱
な
ど
に
よ
っ
て
事
実
上
葬
送
が
不
可
能
な
場
合
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
「清
議
」
も

し
く
は

「郷
論
」
の
対

象
と
さ
れ
郷
品
が
退
割
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
官
職

に
つ
か
な
け
れ
ば
郷
品

は
何
ら
意
味
を
も
た
な
い
。
ま
た
平
常
の
状
態
に
お
い
て
、
父
母
の
葬
送
が
終
了
し
な
い
ま
ま
に
官
職
に
つ
き
国
政
に
従
事

し
得
な
い
の
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と

で
あ
る
。
百
官
が
父
母
の
憂
に
当

っ
て
、
葬
送
の
た
め
に
去
官
し
た
事
例
は
当
時
の
史
乗
に
頻
見
す
る
。
こ
の

「規
定
」
も
南
朝
に
継
承

さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
『北
堂
書
紗
』
巻
五
十
九
設
官
部
十

一
録
尚
書
七
十

一
に
、

晋
中
興
書
云
、
王
導
為
騙
騎
揚
州
、
領
中
書
監
録
尚
書
事
。
時
丞
相
参
将
羅
弘
父
母
没
賊
。
賊
平
、
不
奔
赴
。
御
史
中

丞
熊
遠
奏
清
議
。
而
吏

部
尚
書

周
凱
選
弘
、
導
署
過
其
事
。
為
有
司
所
奏
。
導
上
疏
請
免
録
。
中
宗
令
日
、
卿
恒
惚
万
機
、
何
解
録
。
除
節
而
己
。



と
あ
り
、
『
南
史
』
巻
四
高
帝
本
紀
、
建
元
三
年
九
月
の
条
に
、

烏
程
令
呉
郡
顧
昌
玄
、
坐
父
法
秀
宋
泰
始
中
北
征
、
死
亡
、
屍
骸
不
反
、
而
昌
玄
宴
楽
嬉
游
、
与
常
人
無
異
。
有
司
請
、
加
以
清
議
。

　
ア

セ

と

あ

る

。
右

は
父

母
死

亡

時

の
喪

礼

に

関

す

る

「
清

議
」

・

「
郷

論
」

を

め

ぐ

る

「
規
定

」

で
あ

る

。

周

知

の

よ

う

に
儒

教

的

名

教

の
大

宗

を

な

す

も

の

は

忠

と

孝

で
あ

る

が

、

以

上

見

て
き

た

「
清

議
」

・

「
郷

論
」

の

「
規

定
」

は

、

要

す

る

に
官

に

つ
き
国

政

に
従

事

す

る

こ

と

(
忠

)

を
放

棄

し

て
孝

に
専

念

す

べ

し

と

す

る

こ

と

、

い

い
か

え

れ
ば

、
忠

よ

り

も
孝

を
重

視

す

べ
し

と

す

る

「
規

定

」

に
他

な

ら

な

い

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

こ

の

際

、
戦

乱

の

た

め

母

の
葬

を
営

め

な

い
と

い
う
特

殊

事

情

が

あ

る

に

し

て
も

、

発

詔

に

よ

っ
て

温

嬌

の
官

職

が

昇

っ
て

い

る

こ
と

、

つ
ま

り

、

発

詔

が

「
清

議

」

・

「
郷
論

」

の
存

在

を

認

め

つ

つ
も

、

そ

れ

に
優

越

す

る

も

の

と

し

て
、
自

ら

を
位

置

づ

け

て

い

る

こ
と

を

無

視

で

き

な

い
で

あ

ろ

う

。

　
　

　

次
に
必
ず

し
も

「清
議
」

・

「
郷
論
」

の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
忠
と
孝
と
の
関
連
で
興
味
あ
る
事
例
と
し
て

「
二
親
生
離
」
の
問
題

が
あ
る
。
動
乱
が
ほ
ぼ
日
常
化
し
て
い
た
と
し
て
も
過
言
で
は
な
か

っ
た
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
あ

っ
て
は
、
父
な
い
し
母
が
敵
国
に
没
し
た
た
め
子

供
と
死
別
し
た
り
、
生
き
離
れ
に
な
る
こ
と
が
往
往
起
り
が
ち
で
あ

っ
た
。
死
別
の
場
合
に

つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
。
生
き
離
れ
の
場
合
そ
の
子
供

は
ど
の
よ
う
に
身
を
処
す
べ
き
か
。
具
体
的
に
は
仕
官
と
婚
姻
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
。
こ
の

「
二
親
生
離
」
と
い
う
現
象

が
日
常
的
と
さ
え
い
え
る
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
あ

っ
て
も
特
に
日
常
的
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
東
晋
初
期
に
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
多
数
の
議
論
が

討
わ
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は

『通
典
』

『晋
書
』
な
ど
に
見
え
る
が
、
今

『通
典
』
に
よ
る
と
、
そ
の
巻
九
十
八
礼

五
十
八
に
、

御
史
中

丞
劉
院
奏
上
、
諸
軍
敗
亡
、
失
父
母
、
未
知
吉
凶
者
、
不
得
営
官
歓
楽
、
皆
使
心
喪
。
有
犯
、
君
子
廃
、
小
人
裁
。

と
い
っ
た
き
び
し
い
意
見
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
、

東
晋
元
帝
、
建
武
元
年
、
…
…
帝
告
下
日
、
…
…
唯
親
生
離
吉
凶
未
定
、
心
憂
居
素
、
出
自
人
情
。
如
此
者
非
官
制
所
裁
。
普
下
奉
行
。

と
あ

っ
て
、
政
府
の
公
式
見
解
と
し
て
は
、
各
々
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
を
実
例
に
つ
い
て
見
る

と
、
『南
斉
書
』
巻
五
十
五
孝
義
崔
懐
慎
伝
に
、

'崔
懐
慎

、
清
河
東
武
城
人
也
。
父
邪
利
、
魯
郡
太
守
。
宋
元
嘉
中
、
没
虜
。
懐
慎
与
妻
房
氏
篤
愛
、
聞
父
陥
没
、
即
日
遣
妻
、
布
衣
疏
食
、
如

居
喪
礼

。
邪
利
後
仕
虜
中
書
、
戒
懐
慎
不
許
如
此
。
懐
慎
得
書
更
号
泣
。
懐
慎
従
叔
模
為
榮
陽
太
守
、
亦
同
没
虜
。
模
子
錐
居
処
改
節
、
而
不

廃
婚
宙

。
大
明
中
、
懐
慎
宗
人
翼
州
刺
史
元
孫
北
使
、
虜
問
之
口
、
崔
邪
利
、
模
拉
力
屈
帰
命
、
二
家
子
姪
、
出
処
不
同
、
義
将
安
在
。
元
孫



日

、

王
尊

駆
騨

、

王

陽

回
車

、

欲
令

忠

孝

拉

弘

。

臣

子

両

節

。

と

あ

っ
て
、

崔

懐

慎

は

任
官

を

廃

し

て
孝

を

尽

す

方

を

選

び

、

崔

模

の
子

(
名

前

は

不

明

)

は

任

官

を

廃

さ

ず

し

て
忠

を

尽

す

方

を

選

ん

だ

わ
け

で

あ

る

が

、

そ

の

各

々

と

も

是

と

さ

れ

て

い
る

(
少

な

く

と

も

、

ど

ち

ら
か

一
方

の
行

為

を

非

難

す

る

い
う

こ
と

は

見

え

て

い

な

い
。
)
。

二
、
南
朝
の
孝
治
主
義

南

朝

歴

代

の
諸

王

朝

に
あ

っ
て
も

、

晋

王

朝

と

同

じ

よ

う

に
孝

治

主

義

を

標

榜

し

て

い

る

こ
と

に
変

り

は

な

い
。

『
宋

書
』

巻

八

十

二
周

朗

伝

に
、

世

租

(
宋

孝

武

帝

)
即

位

。

…

…

時

普

責

百

官

議

言

。
朗

上

書

日

、
…

…

今

陸

下

以

大

孝

始

基

、

(
下

略

。
)

と

あ

り

、

『南

史

』

巻

五

十
劉

職

伝

に
、

斉

高

帝

践

咋

。

召

鳳

入
華

林

園

談

語

、
問

以

政

道

。
答

日

、
政

在

孝

経

。
宋

氏

所

以

亡

、
陛

下

所

以

得

之

是

也

。
帝

杏

嵯

日

、

儒

者

之

言

、
可

宝

万
世

。

と

あ

り

、

『
梁

書
』

巻

四

十

七

孝

行

、

序

に
、

高

祀

(
梁

武

帝

)
創

業

開

基

、
筋

躬

化

俗

。
澆

弊

之

風

以

華

、

孝
治

之
術

斯
著

。

と

あ

り

、

同
書

同

巻

葡

匠

伝

に

、

外

租

孫

謙
誠

之

日

、
主

上

(
梁

武
帝

)
以

孝

治

天

下

。

と
あ

り
、

『陳

書

』

巻

十

九

沈

燗

伝

に

、

(
沈

燗

)
又

表

日
、

…

…

伏

惟

陛

下

(
陳

文

帝

)
叡

哲

聡

明

、

嗣

興

下

武

、

刑

干

四

海

、

弘

此

孝

治

。

と

あ

る
。

ま

た
、

当

時

孝

子

・
順

孫

に
対

す

る
旌
表

が

盛

ん

に
行

わ

れ

て

い

る

の
も

そ
う

し

た

こ
と

を

示

し

た
も

の
と

さ

れ

よ

う
。

、

さ

ら

に

言

え

ば

不

孝

に
対

す

る

処

罰

は

、
晋

代

よ

り

も

む

し
ろ

強

化

さ

れ

て

い
る

ふ

し

が

あ

る

。

晋

代

、

「
清

議

」

・

「
郷

論
」

の
対

象

と

な

る

う

り

ほ

不
孝
の
具
体
的
な
処
罰
は
、
郷
品
の
終
身
に
わ
た
る
完
全
廃
棄
か
ら
郷
品
の
退
割
に
至
る
ま
で
幅
が
あ

っ
た
が
、
遅
く
と
も
梁
陳
時
代
に
な
る
と
、

一
律
に
郷
品
の
終
身
に
わ
た
る
完
全
廃
棄
た
る
終
身
廃
棄
と
さ
れ
て
い
る
。
『晴
書
』
巻
二
十
五
刑
法
志
に
、
梁
の
こ
と
と
し
て
、

士
人
有
禁
錮

之
科
。
亦
有
経
重
為
差
。
其
犯
清
議
、
則
終
身
不
歯
。

と
あ
り
、
同
じ
く
陳
の
こ
と
と
し
て
、



其
制
唯
重
清
議
禁
錮

之
科
。
若
緒
紳
之
族
、
犯
蕩
名
教
、
不
孝
及
内
乱
者
、
発
詔
棄
之
、
終
身
不
歯
。
先
与
士
人
為
婚
者
、
許
妻
家
奪
之
。

と
あ
る
。
「
終
身
不
歯
」
と
い
う
の
は
郷
品
の
終
身
廃
棄
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
な
お
右

の
清
議
は
、
「清
議
」
と

「郷
論
」
を
あ
わ
せ
あ
ら
わ
す
も

　
り
　

の

で
あ

る
。

と

こ
ろ

で

、
孝

道

を

め

ぐ

る

「
清

議

」

・

「
郷

論

」

の
対

象

要

件

と

し

て

は

、
第

一
節

で
示

し

た
父

母

死

亡

に
あ

た

っ
て

の
葬

送

に
関

す

る

も

の

の
他

、
葬

送

終

了
後

の
喪

服
中

の
礼

制

違

反

が

あ

る

。

こ
れ

は

周
知

の

こ

と

で

あ

る

が

、
例

を

若

干

あ

げ

て

お

く
。

『
晋

書
』

巻

八

十

二
陳

寿

伝

に
、

陳
寿

に

つ

い
て

、

遭

父
喪

、
有

疾

、
使

脾

丸

藥

。
客

往

見
之

。
郷

党

以

為

既

議

。

及
蜀

平

、
坐

是

沈

滞

者

累

年

。

と

あ

る

。

こ
れ

は

「
郷

論

」

の
対

象

と

な

っ
た

も

の

と

さ

れ

よ

う

。

さ

ら

に

『世

説

新

語

』

巻

下

之

上

任

誕

篇

第

二
十

三

に
引

く
注

に
、
玩

簡

に

つ

い

て
、竹

林

七
賢

論

日

、

…

…
後

(院

)
威

兄

子
簡

亦

以

唄

達

自

居

。

父
喪

、
行

遇
大

雪

、
寒

凍

。
遂

詣

峻

儀

令

。
令

為

他

賓

設
黍

腱

。
簡

食

之

、
以

致

清

議

、
廃

頓

、
幾

三

十
年

。

と

あ

る

。

陳
寿

は
右

の
後

、

母

の
遺

言

に
遵

い
母

を

洛

陽

に
葬

っ
た

が

、
帰

葬

し

な

か

っ
た

と

し

て

、
再

び

「清

議

」

も

し

く

は

「
郷

論
」

の
対

象

と

な

っ
て

い
る

(陳

寿

は

巴

西
安

漢

の
人

)
。

こ

こ

で

『宋

書

』

巻

六

十

萢

泰

伝

を

見

る
と

、

萢

泰

に

つ
い

て

、

父
憂

去
職

、
襲

爵

陽

遂

郷

侯

。

桓

玄

輔

晋

、

使

御
史

中

丞

租
台

之
奏

泰

及
前

司
徒

左

長
史

王

準

之

、
輔

国
将

軍

司

馬
殉

之

並

居

喪

無

礼

、

泰
坐

廃

徒

丹
徒

。

と
あ

る
。

こ
れ

は

萢

泰

の
服
喪

中

の
喪

礼

違

反

が

、

「
清

議

」

も

し

く

は

「
郷

論

」

の
対

象

と

さ

れ

、

(
恐

ら

く

終
身

)
廃

棄

さ

れ

た
う

え

に
徒

刑

が

加

え

ら
れ

た
も

の
と

さ

れ

よ

う

。

さ

ら

に

『
梁

書
』

巻

九

王

茂

伝

に
、

王

茂

の
子
貞

秀

に

つ
い

て
、

子

貞

秀

嗣

。

以

居

喪

無

礼

、

為

有

司

奏

、

徒

越

州

。

後

有

詔

留

広

州

。

と

あ

る
。

こ
れ

ら

か

ら
、

東

晋

末

か

ら
南

朝

に

か

け

て
、

「清

議
」

・

「
郷
論

」

の
対

象

と

な

っ
た
際

、

「
清

議
」

・

「
郷

論
」

に
固

有

の
処

罰

の
他

に
徒

刑

が

付

加

さ
れ

る
場

合

が

あ

っ
た

こ
と

が

知

ら

れ

る
。

こ

れ
も

結

果

的

に

は
、

旧

来

に
比

し

て

「
清

議
」

・

「
郷

論

」

の
対

象

と

な

る
不

孝

に

対

す

る
処

罰

が

、

強

化

さ

れ

た

こ
と

を

示

す
も

の
と

さ

れ

よ

う
。

以

上

の

よ

う

に

、
南

朝

歴

代

の
諸

王

朝

も
、
晋

王

朝

と

同

じ

よ

う

に
孝

治

主

義

を

標

榜

し
、

孝

行

を

奨

励

し

て

い

る
。

し

か

し
重

大

な
局

面

で
相



違
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
忠
と
孝
と
が
抵
触
す
る
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
朝
の
歴
代
の
王
朝
の
皇
帝
は
、
忠
を
称
揚
す
べ
く
、
あ
る

い
は
有
為

の
人
才
を
救
済
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
、
旧
来
忠
よ
り
も
孝
が
優
先
さ
れ
た
局
面
に
お
い
て
も
、
忠
を
孝
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
間

間
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

『南
斉
書
』
巻
五
十
九
河
南
伝
に
、

易
度

侯
卒
。
(永
明
)
八
年
、
立
其
世
子
休
留
茂
為
使
持
節
督
西
秦
河
沙
三
州
諸
軍
事
、
鎭
西
将
軍
、
領
護
禿
校
尉
、
西
秦
河
二
州
刺
史
。
復

遣
振
武
将
軍
丘
冠
先
拝
受
、
井
行
弔
礼
。
冠
先
至
河
南
、
休
留
茂
逼
令
先
拝
、
冠
先
房
色
不
肯
。
休
留
茂
恥
其
国
人
、
執
冠
先
於
絶
巌
上
推
堕

深
谷
而
死
。
…
…
世
組

(斉
武
帝

)
勅
其
子
雄
日
、
卿
父
受
使
河
南
、
乗
忠
守
死
、
不
辱
王
命
、
我
甚
賞
惜
。
喪
屍
絶
域
、
不
可
得
尋
。
於
卿

後
宙
塗
無
妨
。

と
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
父

(母
)
の
葬
送
を
終
了
し
な
い
ま
ま
に
官
に
つ
く
こ
と
は
、
不
孝
と
し
て

「清
議
」
も
し
く
は

「郷
論
」
の
対
象

と
な
る
も

の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
こ
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
そ
の
も
の
が
正
常
な
官
途
を
歩
む
こ
と
に
際
し
て
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
り
、
も

し
く
は
、

そ
の
も
の
が
、
官
吏
と
し
て
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
皇
帝
が
忠

を
称
揚
す
べ
く
、
「清

議
」

・

「
郷
論
」
の
対
象
と
な
る
不
孝
の

「規
定
」
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に

『宋
書
』
巻
六
十
九
萢
曄
伝
に
つ
い
て
、

遷
長
沙
王
義
欣
鎭
軍
長
史
、
加
寧
朔
将
軍
。
兄
属
為
宜
都
太
守
、
嫡
母
随
嵩
在
官
。
(元
嘉
)
十
六
年
、
母
亡
、
報
之
以
疾
、
曄
不
時
奔
赴
。

及
行

、
又
携
妓
妾
自
随
、
為
御
史
中
丞
劉
損
所
奏
。
太
組
愛
其
才
、
不
罪
也
。
服
関
、
為
始
興
王
濱
後
軍
長
史
、
領
南
下
郡
太
守
。

と
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
「清
議
」
も
し
く
は

「郷
論
」
と
い
う
言
葉
は
見
え
な
い
が
、
「居

(父
母
)
喪
廃
礼
」
は

「清
議
」

も
し
く
は

「郷
論
」
の

主
な
対
象
要
件
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
皇
帝
が
人
才
を
救
う
意
味
で

「清
議
」
も
し
く
は

「郷
論
」

の
発
動
を
未
然
に
防
い
だ
も
の
と

考
え
る
べ
き
だ
あ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
、
『梁
書
巻
』
三
十
三
張
率
伝
に
、
張
率
に
つ
い
て
、

其
年

(天
監
四
年
)、
父
憂
去
職
。
其
父
侍
妓
数
十
人
、
善
謳
者
有
色
貌
。
邑
子
儀
曹
郎
顧
玩
之
求
艘
焉
。
謳
者
不
願
、
遂
出
家
為
尼
。
嘗
因

斉
会
率
宅
。
玩
之
乃
飛
書
言
与
率
姦
。
南
司
以
事
奏
聞
。
高
祀

(梁
武
帝
)
惜
其
才
、
寝
其
奏
。
然
猶
致
世
論
焉
。
服
関
後
、
久
之
不
仕
。
七

年
、
勅
召
出
、
除
中
権
建
安
王
中
記
室
参
軍
。
預
長
名
問
訊
、
不
限
日
。

と
あ
る
。

さ
ら
に
、
や
や
屈
折
し
て
い
る
が
、
『梁
書
』
巻
三
十
三
劉
孝
緯
伝
に
つ
い
て
、

初
、
孝
緯
与
到
治
友
善
、
同
遊
東
宮
。
孝
紳
自
才
優
於
沿
、
毎
於
宴
座
、
喧
鄙
其
文
。
沿
街
之
。
及
孝
緯
為
廷
尉
卿
、
携
妾
入
官
府
。
其
母
猶



停
私
宅

。
治
尋
為
卿
史
中
丞
、
遣
令
史
案
其
事
、
遂
劾
奏
之
云
、
携
少
妹
於
華
省
、
棄
老
母
於
下
宅
。
高
租

(梁
武
帝
)
為
隠
其
悪
、
改
妹
為

妹
。
坐
免
官
。
…
…
孝
紳
免
職
後
、
高
祀
数
使
僕
射
徐
勉
宣
旨
慰
撫
之
、
毎
朝
宴
常
引
与
焉
。
及
高
租
為
籍
田
詩
、
又
使
勉
先
示
孝
緯
。
時
奉

詔
作
者
数
十
人
。
高
租
以
孝
紳
尤
工
、
即
日
有
勅
、
起
為
西
中
郎
湘
東
王
諮
議
。

と
あ
る
。
こ
の
劉
孝
紳
の
行
為
が
、
「清
議
」
も
し
く
は

「
郷
論
」
の
対
象
に
な
る
も
の
か
否
か
判
然
と
し
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
不
孝
と
い
う

こ
と
で
処
罰
さ
れ
た
こ
と
に
違
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
劉
孝
紳
の
才
能
を
理
由
と
し
て
、
不
孝
に
よ
る
処
罰
を
解
除
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

次
に

「
二
親
生
離
」

の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『宋
書
』
巻
八
明
帝
紀
、
泰
始
六
年
十
二
月
癸
己
の
条
に
、

以
辺
難
未
息
、
制
父
母
陥
異
域
、
悉
使
婚
官
。

と
あ
り
、
同

じ
こ
と
を

『南
史
』
巻
三
宋
本
紀
下
第
三
で
は
、

以
辺
難
未
息
、
制
父
母
隔
在
異
域
者
、
悉
使
婚
宙
。

と
し
て
い
る
。
思
う
に

『南
史
』
の
記
事
は
、
『宋
書
』

の
記
事
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も

「二
親
生
離
」
に
関
す
る

「規
定
」

と
し
て
ま
ず
ま
ち
が
な
い
。
先

に

『通
典
』
の
記
事
を
引

い
て
、
「
二
親
生
離
」
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
旧
来
官
制
の
裁
く
と

こ
ろ
で
は
な
い
と
し

て
、
政
府
は
こ
れ
に
つ
い
て

「規
定
」
を
設
け
る
こ
と
を
放
棄
し
、
そ
の
当
事
者
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
忠
、
孝
何

れ
を
選
択
し
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

『南
斉
書
』
崔
懐
慎
伝
を
引
き
、
こ
の
政
府
見
解
が
実
際
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
。
そ
う
す
る
と
、

右
に
あ
げ
た
宋
の
明
帝
の
打
ち
出
し
た
方
針
は
、
旧
来
の
政
府
見
解
を
白
紙
に
も
ど
し
、
新
た
に

「
二
親
生
離
」
の
状
態
に
陥

っ
た
当
事
者
は
、
旧

来
の
よ
う
に
各
々
そ
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
に
従
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

一
律
に
孝
を
す
て
て
忠
を
選
択
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い

も
の
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
宋
の
明
帝
に
よ

っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
新
た
な

「規
定
」
は
、
こ
の
時
期
に
限
ら
れ
た

一
時
的
な
も

の
で
は
な
く
、
以
降
歴

代
に
わ
た
っ
て
踏
襲
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も

「
二
親
生
離
」

の
状
態
に
陥

っ
た
当
事
者
は
、
各
々
の
是
と
す
る
と
こ
ろ
を
自
由
に
選
択

す
る
こ
と
は

で
き
な
く
な

っ
た

(
つ
ま
り
、
自
由
に
孝
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
)。
『南
斉
書
』
巻
二
十
八
劉
善
明
伝
に
、
劉
善
明

に
つ
い
て
、

還
為
後

軍
将
軍
、
直
閤
。
(泰
始
)
五
年
、
青
州
没
虜
、
善
明
母
陥
北
、
虜
移
置
桑
乾
。
善
明
布
衣
疏
食
、
哀
戚
如
持
喪
。
明
帝
毎
見
、
為
之

歎
息
、
時
人
称
之
。
転
寧
朔
将
軍
、
巴
西
梓
滝
二
郡
太
守
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
母
の
没
虜
後
の
劉
善
明
の
生
活
態
度
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
彼
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
強
制
が
加
え
ら
れ
た
た
め
に
、
官
を



去

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ
た

も

の

と
解

す

べ

き

で

あ

ろ

う

。

さ

ら

に

『南

斉

書

』

巻

二
十

七
劉

霊

哲

伝

に

よ

れ
ば

、
彼

の

場
合

も
泰

始

中

に

母

が
没

虜

し

た

た

め
、

改

節

し

、

「
為

布

衣

、

不

聴

楽

」

し

て

、
喪

に

居

る

が

ご

と

き

生

活

を

お

く

っ
て

い

た
が

、

そ

の

間

に

あ

っ
て
も

一
貫

し

て
官

を

廃

す

る

こ
と

は

な

か

っ
た

。

そ

し

て
斉

の

高
帝

の

時

に

な

っ
て
、

や

っ
と

母

の
南

帰

を

果

す

こ

と

が

で

き

た

と

い
う

。
次

に

『南

斉

書

』

巻

三
十

醇

淵

伝

に
よ

れ
ば

、
醇

淵

は

も

と

も

と

河
東

沿

陰

の

人

で
、

醇

安

都

の
従

子

で
あ

る

が

、
醇

安

都

が
北

魏

に
降

っ
た
際

、
彼

に
従

っ
た

。
後

に
醇

淵

は
南

奔

す

る

こ
と

が

で

き

た

け

れ
ど

も

、

そ

の

際

母

の
索

氏

を

連

れ

も

ど

る

こ
と

が

で
き

な

か

っ
た

。

八
方

手

を

尽

し

て

母
を

南

帰

せ

し

め

る

べ

く
努

力

を

重

ね

て

い
た

が

、

そ

の
折

り

、

梁

州
刺

史

崔
慧

景

が

母

の
南

帰

の

可
能

性

が
生

じ

た

こ

と
を

告

げ

て

き

た

の

で

、

そ

れ

に
期

待

を

か

け

た

が

、
結

局

果

す

こ
と

が

で

き

な

か

っ
た

。

そ

こ

で
斉

の

永

明

元

年

に

、
官

を

去

ら

ん

こ
と

を
求

め

た

(
当

時

彼

は
散

騎

常

侍

・
征

虜

将

軍

で

あ

っ
た

。
)
。

こ

れ

に

対

し

て

、
斉

の
武

帝

は
詔

し

て

、

遠

隔

殊

方

、
声

問

難

審

。

淵

憂

迫

之

深

、

固
辞

朝

列

。

…

…
依

附

前

例

、
不

容

申

許

。
便

可

断

表

、
速

還

章

服

。

と

い

っ
て

い
る

。
右

に
見

え

る
前

例

と

い
う

の

は

、
先

に

見

た
宋

の

明
帝

の
打

ち
出

し

た

「
規

定

」

な

い

し

は

こ

の

「
規

定

」

の
実

行

さ

れ

た
結

果

(
の

事

例

)

と

考

え

ら

れ

る

。

な

お

醇

淵

は

、

「
瞭

母

既

不

得

」

を

以

て
再

度

職

を

解

か

れ

ん

こ
と

を

乞

う

た

が

、

ま

た

も

や

武

帝

に

よ

っ
て
拒

否

さ

れ

て

い
る

。

さ

ら

に

『陳

書

』

巻

二

十

七
銚

察

伝

に

よ

れ
ば

、
銚

察

は
幼

に

し

て
孝

を

以

て
聞

え

る

ほ
ど

で

あ

っ
た

。
梁

末

に

父
挑

僧

垣

が
北

方

の
長
安

に
連

れ
去

ら

れ

て

「
二
親

生

離

」

の
状

態

に
陥

っ
た

た

め

、
疏

食

布

衣

し

、
音

楽

を

聴

か
ず

喪

に
居

る

が

ご

と

き
生

活

を
持

し

て

い
た

け

れ

ど

も

、

一
貫

し

て
官

を

廃

す

る

こ

と

は

な

か

っ
た

。

さ

ら

に

、

恐

ら

く
至

徳

元
年

に
父

が
長

安

で
死

亡

し

た

と

い
う
知

ら

せ

が

と

ど

き

、

そ

の
喪

に

服

し

た

が

憂

懐

の
あ

ま

り

滅

性

に
至

ら

ん

と

し

た

と

あ

る
。

こ

の

よ

う

に
陳

代

に

あ

っ
て

も

、

「
二
親

生

離

」

の
状

態

に
陥

っ
た
際

、

そ

の
当

事

者

が

官

(忠

)
を

廃

し

て
孝

を

尽

す

こ

と

が
極

め

て

困
難

で
あ

っ
た

こ

と

を
察

す

る

こ

と

は

、

さ

し

て
難

し

い

こ

と

で

は

な

い
。

さ

ら

に
右

の
銚

察

の

至

孝

の
性

格

を

以

て

し

て
も

孝

を

ま

っ
と

う

し

得

な

か

っ
た

こ
と

か

ら
考

え

て

、

「
二
親

生

離

」

の
際

、

孝

よ

り

も
忠

を

選

択

す

べ

し

と

い

う
情

況

の
存
在

を

さ

ら

に

一
般

化

し

て
考

え

て

も

あ

や

ま

り

で
は

な

か

ろ

う

。

な

お
先

述

し

た

よ

う

に

、

「
(
父

母

)

八
十

者

、

一
子

不
従

政

。

九

十
者

、
其

家

不

従

家

。
」

と

す

る

礼

の
違

反

者

も

「
清

議

」

・

「
郷

論

」

の
対

象

と

な

る

も

の

で
あ

っ
た

が

、

こ

れ

に

つ

い
て

も
南

朝

に

な

る
と

人

才

主

義

の

観
点

か

ら
否

定

さ

れ

る

こ

と

が

あ

る

。

こ

の
点

に

つ

い
て

は

、
論

述

の
都

合

上

次

節

以

下

で

ふ

れ

る

こ

と

に

す

る

。

以
上

が
忠

と
孝

が
抵

触

す

る
面

に

お

い
て

、
皇

帝

と

士

人

の
対

応

に

旧
来

と

は
相

異

な

る

と

こ

ろ

が
見

ら

れ

る
事

例

の
主

な

も

の

で

あ

る

。

そ

こ

で
は
皇

帝

に

よ

り

、
忠

を

称

揚

す

べ

く

、

あ

る

い
は

国
家

に

と

っ
て
有

為

な
人

才

を

活

か

す

べ

く

、

一
律

に
孝

よ

り

も
忠

を

尽

す

こ

と

を
要

求

す

る



政
策
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

三
、
孝
観
念
の
変
遷

ω

晋
南
朝
の
士
人
の
孝

晋
南
朝
の
忠
と
孝
の
関
連
を
考
え
る
際
、
そ
の
大
前
提
と
な
る
も
の
は
、
忠
と
孝
は
究
極
に
お
い
て
両
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
理
念
、
な

ヘ
ロ

　

い
し
は
現
実

の
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
念
、
現
実
は
も
ち
ろ
ん
古
く
か
ら
あ
る
。
こ
れ
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
今

そ
う
し
た
こ
と
を
示
す

史
料
を
い
く

つ
か
あ
げ
る
と
、
『後
漢
書
』
巻
八
十

一
独
行
、
趙
苞
伝
に
、
趙
苞
に
つ
い
て
、

遷
遼
西
大
守
。
…
・:
値
鮮
卑
万
余
人
入
塞
冠
紗
。
苞
母
及
妻
子
遂
為
劫
質
、
載
以
撃
郡
。
苞
率
歩
騎
二
万
、
与
賊
対
陣
。
賊
出
母
以
示
苞
。
苞

悲
号
、
謂
母
日
、
為
子
無
状
。
欲
以
微
禄
奉
養
朝
夕
、
不
図
為
母
作
禍
。
昔
為
母
子
、
今
為
王
臣
、
義
不
得
顧
私
恩
、
殿
忠
節
、
唯
当
万
死
、

無
以
塞
罪
。
母
遥
謂
日
、
威
豪

(苞

の
字

)、
人
各
有
命
、
何
得
相
顧
、
以
顧
忠
義
。
昔
王
陵
母
対
漢
使
伏
剣
、
以
固
其
志
、
爾
其
勉
之
。
苞

即
時
進
戦
、
賊
悉
擢
破
、
其
母
妻
皆
為
所
害
。
苞
積
敏
母
畢
、
自
上
帰
葬
。
(後
漢
)
霊
帝
遣
策
弔
慰
、
封
郁
侯
。
苞
葬
詑
謂
郷
人
日
、
食
禄

而
避
難

、
非
忠
也
。
殺
母
而
全
義
、
非
孝
也
。
如
是
有
何
面
目
立
於
天
下
。
遂
欧
血
而
死
。

と
あ
り
、
『
三
国
志
』
呉
書
巻
二
呉
主
、
黄
龍
六
年
春
正
月
の
条
に
、

胡
綜
議
以
為
、
:
…
・忠
節
在
国
、
孝
道
立
家
、
出
身
為
臣
、
焉
得
兼
之
。
故
為
忠
臣
不
得
為
孝
子
。

と
あ
り
、
『
晋
書
』
巻
九
十
良
吏
播
京
伝
に
、
溢
京
に
つ
い
て
、

洛
京
・…
:
為
州
所
辟
。
因
謁
見
問
策
、
探
得
不
孝
字
。
刺
史
戯
京
日
、
辟
士
為
不
孝
邪
。
京
挙
版
答
日
、
今
為
忠
臣
、
不
得
復
為
孝
子
。
其
機

弁
皆
此
類
。

と
あ
り
、

『南
史
』
巻
十
三
劉
遵
孝
伝
に
、
劉
現
之
に
つ
い
て
、

為
寛
陵
王
誕
司
空
主
簿
。
…
…
誕
之
叛
、
以
為
中
兵
参
軍
。
辞
日
、
忠
孝
不
得
並
。
現
之
老
父
在
、
将
安
之
乎
。
誕
殺
之
。

と
あ
り
、
『南
史
』
巻
二
十
六
馬
仙
碑
伝
に
、
梁
武
帝
の
起
義
に
応
ぜ
ず
、
帝
の
手
兵
に
囲
ま
れ
た
時
、
馬
仙
碑
が
そ
の
配
下
に
い
っ
た
言
葉
と
し



て
、

公
等
錐
二
心
、
其
如
親
老
何
。
我
為
忠
臣
、
君
為
孝
子
。
各
尽
其
道
、
不
亦
可
乎
。

と
あ
る
。
前
述
し
た
孝
を
め
ぐ
る

「清
議
」
、
「郷
論
」

の

「規
定
」
は
、
こ
う
し
た
忠
と
孝
は
究
極
に
お
い
て
両
立
し
得
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
う

現
実
、
理
念
を
前
提
と
し
、
こ
の
前
提
の
う
え
に
立

っ
て
、
忠
よ
り
も
孝
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
設
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「晋
書
』
巻
五
十
庚
峻
伝
に
、
庚
峻
の
上
疏
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
、

其
父
母
八
十
、
可
聴
終
養
、
則
孝
莫
於
事
親
　
。

と
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

孝
を
め
ぐ
る

「清
議
」

・

「郷
論
」
の

「規
定
」
が
、
忠
と
孝
は
究
極
に
お
い
て
両
立
し
得
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
さ
ら
に
、

忠
、

つ
ま
り
は
官
に
つ
き
国
政
に
従
事
す
る
こ
と
よ
り
も
、
孝
、

つ
ま
り
は
親
に
対
す
る
孝
養
を
専
ら
に
す
る
こ
と
を
要
求

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

孝
道
の
実
践
と
、
官
界
に
身
を
置
く
の
み
な
ら
ず
公
権
力
か
ら
そ
の
物
質
的
給
付

(禄
)
を
期
待
し
、
ひ
い
て
は

一
身
の
出
世
を
は
か
る
こ
と
は
、

矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
は
た
し
て
、
先
に
引
い
た

『晋
書
』
庚

純
伝
に
見
え
る
、
庚
純

の
行
為
を
不
孝
と
見
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
博
議
の
な
か
で
、
当
時
司
徒
で
あ

っ
た
石
苞
は
、

(庚

)
純
栄
官
忘
親
、
悪
聞
格
言
、
不
忠
不
孝
、
宜
除
名
削
爵
土
。

と
い
っ
て
お
り
、
庚
純
本
人
も
自
劾
し
た
上
表
文
の
な
か
で
、

礼
、
八
十
月
制

(「
(父
母
)八
十
者
、

一
子
不
従
政
。
九
十
者
、
其
家
不
従
政
。」
と
す
る

「規
定
」

の
こ
と
)、
誠
以
衰
老
之
年
、
変
難
無
常

也
。
臣
不
惟
生
育
之
恩
、
求
養
老
父
、
而
懐
禄
貧
栄
、
烏
鳥
之
不
若
。

と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
老
父

(母
)
に
対
す
る
孝
養
を
忘
れ
て
官
に
従
事
し
、
公
権
力
か
ら
物
質
的
給
付
を
期
待
し

(懐
禄
)、
ひ
い
て
は
官
界

で
の
栄
達

を
は
か
る
こ
と
が
孝
と
矛
盾
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

『宋
書
』
何
子
平
伝

に
、
何
子
平
に
つ
い
て
、

母
本
側
庶
、
籍
注
失
実
、
年
末
及
養
、
而
籍
年
巳
満
、
便
去
職
帰
家
。
時
鎭
軍
将
軍
顧
閉
之
為
州
上
綱
。
謂
日
、
尊
上
年
実
未
八
十
、
親
故
所

知
。
州
中
差
有
微
禄
、
当
啓
相
留
。
子
平
日
、
公
家
正
取
信
黄
籍
。
籍
年
既
至
、
便
応
扶
持
私
庭
。
何
容
以
実
年
未
満
、
萄
冒
栄
利
。
且
帰
養

之
願
、
又
切
微
情
。

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
「二
親
生
離
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
見
え
る
。
『晋
書
』
巻
七
十
九
謝
尚
伝
を
見
る
と
、
謝
尚
は
、
「二
親
生
離
」



の
際
は
、
忠
を
廃
し
て
孝
を
尽
す
べ
し
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

謝
尚
字
仁
祖
、
豫
章
太
守
鰻
之
子
也
。
…
・.・転

(司
徒
)
西
曹
属
。
時
有
遭
乱
、
与
父
母
乖
離
。
議
者
或
以
進
仕
理
王
事
、
於
理
非
嫌
。
尚
議

日
、
典
礼
之
興
、
皆
因
循
情
理
、
開
通
弘
勝
。
…
…
然
至
於
天
属
生
離
之
哀
、
父
子
乖
絶
之
痛
、
痛
之
深
者
、
莫
深
於
弦
。
夫

一
体
之
小
患
、

猶
或
忘

思
慮
、
損
聴
察
。
況
於
抱
傷
心
之
巨
痛
、
懐
初
但
之
至
戚
。
方
寸
既
乱
、
山豆
能
綜
理
時
務
哉
。
有
心
之
人
、
決
不
冒
栄
萄
進
。
冒
栄
筍

進
之
疇

、
必
非
所
求
之
旨
。
徒
開
楡
薄
之
門
而
長
流
弊
之
路
。
或
有
執
志
丘
園
、
守
心
不
革
者
、
猶
当
崇
其
操
業
以
弘
風
尚
。
而
況
含
銀
履
感

之
人
、
勉
之
以
栄
貴
邪
。

と
あ
り
、
「
二
親
生
離
」

の
状
態
に
あ
る
も
の
に
は
仕
官
を
勧
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
孝
と

"栄
"
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が

示
さ
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
孝
と

〃栄
"
(
　立
身
出
世
)

.

"利
"
(
　
懐
禄
)
を
求
め
る
こ
と
と
は
、
矛
盾
す
る
と
い
う
考
え
方
が
現
わ
れ
る
の
は

「清
議

」

・

「郷
論
」
に
か
か
わ
る
問
題
の
際
や
、
「
二
親
生
離

」

の
際
の
み
で
は
な
い
。

い
や
し
く
も
孝
と
い
う
こ
と
が
か
ら
ん
だ
際
、
常
に
現
わ
れ
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
も
良
く
示
す
の
は
、
当
時
の
史
乗
に
頻
見
す
る
父
母
の
老
年
を
理
由
に
、
去
官
を
求
め
る
例

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

父
母
の
年
齢
は
八
十
に
達
し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
『晋
書
』
巻
五
十
五
溢
尼
伝
に
つ
い
て
、

初
応
州
辟
。
後
以
父
老
辞
位
、
致
養
。
太
康
中
、
挙
秀
才
、
為
太
学
博
士
。

と
あ
る
が
、
『
三
国
志
』
魏
書
巻
二
十

一
衛
號
伝
に
引
く

『尼
別
伝
』
に
は
、
こ
の
こ
と
を
や
や
く
わ
し
く
述
べ
て
、

溢
尼
　

後
以
父
老
帰
供
養
。
居
家
十
余
年
、
父
終
、
晩
乃
出
仕
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
、
『晋
書
』
巻
七
十
郡
審
伝
に
、
郵
蕎
に
つ
い
て
、

(甘
)
卓
留
為
参
軍
、
欲
与
同
行
。
以
母
老
辞
卓
而
反
。

と
あ
り
、
『
晋
書
』
巻
七
十
六
虞
潭
伝
に
、
虞
潭
に
つ
い
て
、

成
帝
即
位
、
出
為
呉
興
太
守
、
秩
中
二
千
石
、
加
輔
国
将
軍
。
…
…
尋
而

(蘇
)
峻
平
、
潭
以
母
老
、
輯
去
官
還
鯨
銚

。

と
あ
り
、
『
晋
書
』
巻
八
十
二
謝
沈
伝
に
、
謝
沈
に
つ
い
て
、

会
稽
内
史
何
充
引
為
参
軍
。
以
母
老
去
職
。
平
西
将
軍
庚
亮
命
為
功
曹
、
征
北
将
軍
票
護
版
為
参
軍
、
皆
不
就
。
閑
居
養
母
。

と
あ
り
、
『晋
書
』
巻
八
十
六
張
茂
伝
に
、
張
茂
に
つ
い
て
、



建
興
初
、
南
陽
王
保
辟
従
事
中
郎
。
又
薦
為
散
騎
侍
郎
、
中
塁
将
軍
、
皆
不
就
。
二
年
、
徴
為
侍
中
、
、
以
父
老
固
辞

。

と
あ
り
、
『晋
書
』
巻
九
十
四
萢
集
に
、
萢
奨
に
つ
い
て
、

及
宣
帝
輔
政
、
遷
武
威
太
守
。
:
:
:
以
母
老
罷
官
。

と
あ
り
、

『宋
書
』
巻

一
百
自
序
に
、
沈
白
玉
に
つ
い
て
、

又
転
大
農
、
母
老
解
職
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
四
十
六
陸
慧
曉
伝
に
、
陸
慧
曉

に
つ
い
て
、

挙
秀
才
、
衛
尉
史
。
歴
諸
府
行
参
軍
。
以
母
老
還
家
侍
養
、
十
余
年
不
仕
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
五
十
五
社
栖
伝

に
、
杜
栖
に
つ
い
て
、

侃
転
西
曹
佐
。
寛
陵
王
子
良
数
致
礼
接
。
国
子
祭
酒
何
胤
治
礼
、
又
重
栖
以
為
学
士
、
掌
婚
冠
儀
。
以
父
老
帰
養
、
恰
情
聾
畝
。

と
あ
り
、

『梁
書
』
巻
十
九
宗
夫
伝
に
、
宋
夫
に
つ
い
て
、

(斉

)
明
帝
即
位
、
以
夫
為
郵
州
治
中
。
…
…
以
父
老
去
官
還
郷
里
。

と
あ
り
、
『南
史
』
巻
四
十
八
陸
軍
伝
に
、
陸
軍
に
つ
い
て
、

稻
遷
太
子
中
庶
子
、
掌
管
記
、
礼
遇
甚
厚
。
大
同
七
年
、
以
母
老
求
去
。
公
卿
以
下
祖
道
於
征
虜
亭
、
皇
太
子
賜
黄
金

五
十
斤
。
…
…
母
終
、

後
位
終
光
禄
卿
。

と
あ
る
。
以
上
は
何
れ
も
去
官
を
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
、
去
官
を
求
め
た
け
れ
ど
も
許
さ
れ
ず
、
別
の

(
閑
職
な
ど
で
両
親
に
侍

養
す
る
の
に
比
較
的
都
合
の
よ
い
)
官
職
に
改
授
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
『晋
書
』
巻
四
十
三
山
涛
伝
に
、
山
涛
に
つ
い
て
、

泰
始
初
、
…
…
遷
尚
書
。
以
母
老
辞
職
。
詔
日
、
君
錐
乃
心
在
於
色
養
、
然
職
有
上
下
。
旦
夕
不
廃
医
薬
、
且
当
割
情

、
以
隆
在
公
。
涛
心
求

退
、
表
疏
数
十
上
。
久
乃
見
聴
。
除
議
郎
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
五
十
三
虞
　
伝
に
、
虞
　
に
つ
い
て
、

出
為
晋
平
太
守
。
…
…
以
母
老
解
職
。
除
後
軍
将
軍
。

と
あ
り
、

『南
斉
書
』
巻
四
十
九
王
績
伝
に
、
王
績
に
つ
い
て
、

転
左
民
尚
書
、
以
母
老
乞
解
職
。
改
授
寧
朔
将
軍
、
大
司
馬
長
史
、
准
陵
太
守
。



と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
十
郵
元
起
伝
に
、
平
西
将
軍
益
州
刺
史

で
あ

っ
た
郵
元
起
に
つ
い
て
、

在
州
二
年
、
以
母
老
乞
帰
供
養
。
詔
許
焉
。
徴
為
右
衛
将
軍
、
以
西
昌
侯
薫
淵
藻
代
之
。

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
十
三
沈
約
伝

に
、
沈
約
に
つ
い
て
、

遷
左
衛
将
軍
。
尋
加
通
直
散
騎
常
侍
。
永
元
二
年
、
以
母
老
表
求
解
職
。
改
授
冠
軍
将
軍
、
司
徒
左
長
史
、
征
虜
将
軍
、
南
清
河
太
守
。

と
あ
り
、
『
梁
書
』
巻
五
十
三
萢
述
曾
伝
に
、
萢
述
曾
に
つ
い
て
、

斉
初
、
…
…
遷
尚
書
主
客
郎
、
太
子
歩
兵
校
尉
、
帯
開
陽
令
。
…
…
以
父
母
年
老
、
乞
還
就
養
。
乃
拝
中
散
大
夫
。

と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『晋
書
』
陳
寿
伝
に
、
当
時
無
官

で
あ

っ
た
陳
寿
に

つ
い
て
、

張
華
将
挙
寿
為
中
書
郎
。
葡
勘
忌
華
而
疾
寿
、
遂
謁
吏
部
遷
為
長
広
太
守
。
辞
以
母
老
不
就
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
母
が
老
齢

で
あ
る
の
を
口
実
と
し
て
、
自
分
の
意
に
染
ま
な
い
官
職

へ
の
就
官
を
拒
ん
だ
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

か
く
て
、
晋
南
朝
の

(官
吏
た
る
)
士
人

(
そ
の
淵
源
を
な
す
後
漢
末
か
ら
魏
に
か
け
て
の
士
人
も
当
然
そ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。
)
に
は
、
忠
と

孝
と
が
究
極

に
お
い
て
両
立
し
得
な
い
以
上
、
い
や
し
く
も
孝
道
を
実
践
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
官
界
に
身
を
置
く
べ
き
で
な

い
と
す
る
考
え
方
が
あ

り
、
そ
こ
か
ら

(官
界
に
在
る
こ
と
に
よ

っ
て
必
然
的
に
附
随
す
る
)
"栄
"と

"利
"
は
孝
と
は
矛
盾
す
る
と
す
る
孝
観
念
を
持

つ
に
至

っ
た
。
こ

う
し
た
孝
観
念
が

一
種
の
法
制

の
段
階

に
突
出
し
て
、
そ
れ
な
り
の
自
律
性
を
も

っ
た
も
の
が
、
不
孝
を
め
ぐ
る

「清
議
」

.

「郷
論
」

の

「規

定
」
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『晋
書
』
礼
志
中
に
、

建
武
元
年
、
以
温
嬌
為
散
騎
侍
郎
。
嬌
以
母
亡
値
冠
、
不
臨
積
葬
、
欲
営
改
葬
、
固
譲
不
拝
。
元
帝
詔
日
、
温
嬌
不
拝
、
以
未
得
改
卜
葬
送
、

朝
議
又
頗
有
異
同
。
為
審
由
此
邪
。
天
下
有
閾
塞
、
行
礼
制
物
者
当
使
理
可
経
通
。
古
人
之
制
三
年
、
非
情
之
所
尽
、
蓋
存
亡
有
断
、
不
以
死

傷
生
耳

。
要
経
而
服
金
革
之
役
者
、
宣
営
官
邪
。
随
王
事
之
緩
急
也
。
…
…
嬌
不
得
巳
、
乃
拝
。

と
あ
る
。
先

に
温
嬌
が
郷
品
を
退
割
あ
る
い
は
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
述

べ
た
が
、
右
は
そ
の
原
因
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

こ
こ
で
は
元
帝
が
温
嬌
に
散
騎
侍
郎

へ
の
就
官
を
要
求
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
処
置
を

「
営
官
」

で
は
な

い
。
「王
事
之
緩
急
」
に

従
う
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
こ
と
さ
ら
に
念
を
押
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
う
す
る
と
、
元
帝
の
こ
こ
で
い
う

「
営
官
」
と
い
う
の
は
、

単
に
官
職

に
つ
く
と
い
っ
た
程
度
の
意
味

で
は
な
く

「営
官
」
に
必
然
的
に
附
随
す
る

「栄
官
」
、
あ
る
い
は

「懐
禄
貧
栄
」
に
重
点
を
置
い
た
表



現

で
あ

る

と

す

べ
き

で
あ

ろ

う

。

要

す

る

に
元

帝

は

、

温
嬌

の
散

騎

侍

郎

就
官

を

「
王

事

之

緩

急
」

に
随

う

た

め

の
便

宜

的

な

も

の

に

す

ぎ

な

い
の

で
あ

り
、

決

し

て

〃
栄

"

と

"
利

"

を

求

め

る

た

め

の
そ

れ

で
な

い
と

し

て

こ
と

さ

ら

に
念

を

押

し

た
も

の
と

解

さ

れ

る

の

で

あ

る

。

幸

い
に

し

て

右

の

「
営

官

」

を

あ

ぐ

る
解

釈

に
大

過

な

い
と

す

る

な

ら

ば

、

晋

代

、

皇

帝

と

い
え

ど

も

士

人

の
依

る
孝

観

念

か

ら
自

由

で

は

あ

り
得

な

か

っ
た

こ

と
を

示

し

て

い

る
も

の
と

さ

れ

よ

う

。

こ

の

こ
と

は

、

既

述

の
よ

う

な
孝

を

め

ぐ

る

「
清

議
」

・

「
郷

論

」

が

、
晋

代

、
官

界

運

営

の

一
部

に

取

り

へ
は

　

入

れ

ら

れ

て

い

る

こ
と

か

ら
も

、

こ

れ

を

予
測

し

え

よ

う

。

回

陳
文
帝
の
孝
観
念

『陳
書
』

沈
畑
伝
に
よ
れ
ば
、
沈
畑
は
陳
文
帝
が
即
位
す
る
や
、
母
劉
氏
の
年
が
八
十

一
に
な
る
こ
と
、
梁
末
の
混
乱

の
た
め
に
自
分
の
妻
子
の

み
な
ら
ず

、
兄
弟

(
つ
ま
り
、
劉
氏
と
子
の
関
係
に
あ
る
も
の
)
も
全
て
死
亡
し
て
し
ま
い
、
母
に
孝
養
を
尽
し
得
る
も
の
と
し
て
は
自
分

一
人
を

残
す
の
み
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
加
え
て
、
今
年
七
十
五
に
な
る
叔
母
の
丘
氏
が
生
存
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
女
の
身
寄
り
も
、

同
じ
く
梁
末
の
混
乱
の
際
に
死
に
絶
え
て
し
ま

っ
て
お
り
、
叔
母
の
身
寄
り
と
い
え
る
も
の
と
し
て
も
自
分

一
人
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど

を
理
由
に
、
官
職

(彼
は
当
時
、
御
史
中
丞
を
以
て
通
直
散
騎
常
侍
を
兼
ね
て
い
た
。
)
を
辞
し
て
、
母
と
叔
母
に
対
す
る
孝
養
を
専
ら
に
し
た
い

と
す
る
上
表
を
行

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
文
帝
は
、
次
の
よ
う
な
詔
を
発
し
て
、
こ
の
沈
燗
の
請
願
を
拒
否
し
て
い
る
。

詔
答

日
、
…
…
前
朝
光
宅
四
海
、
幼
労
万
機
。
以
卿
才
為
独
歩
、
職
居
専
席
、
方
深
委
任
、
屡
屈
情
礼
。
朕
嗣
奉
洪
基
、
思
弘
景
業
、
顧
蝕
寡

薄
、
兼
纒
哀
疾
。
實
頼
賢
哲
、
同
致
雍
煕
、
便
釈
簡
南
閾
、
解
絨
東
路
。
当
令
漏
親
入
舎
、
葡
母
従
官
、
用
贈
朝
栄
、
不
囁
家
礼
。
尋
勅
所
由
、

相
仰
尊
累
。
使
卿
公
私
得
所
、
並
無
廃
也
。

右
の
詔
答

の
内
容
か
ら
、
二

つ
の
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の

一
つ
は
、
前
節
に
述

べ
た
こ
と
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
(父

母
)八
十
者
、

一
子
不
従
政
。
九
十
者
、
其
家
不
従
政
。」
と
す
る
礼
の

「規
定
」

に
対
す
る
違
反
は
、
「清
議
」
も
し
く
は

「郷
論
」
の
対
象
と
な

る
不
孝
の
要
件
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
沈
燗
の
場
合
は
、
こ
の
事
例

に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
文
帝
は
、
沈
燗
が
国
家

に
と

っ
て
有
能
有
為
の

人
才
で
あ
る
と
し
て
、
「清
議
」

・

「郷
論
」

の

「規
定
」
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
く
沈
燗
伝
に
、

初
、
高
祀

(陳
武
帝
)
嘗
称
燗
宜
居
王
佐
。
軍
国
大
政
、
多
預
謀
護
。
文
帝
又
重
其
才
用
、
欲
寵
貴
之
。

と
あ
る
。

な
お
詔
答
中
に
、
「以
卿
才
為
独
歩
、
職
居
専
席
、
方
深
委
任
、
屡
屈
情
礼
。」
と
あ
る
の
は
、
前
文
に
よ
れ
ば
、
沈
燗
は
陳
の
武
帝
の
在

位
中
に
も
母
が
老
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
官
を
辞
し
て
帰
養
し
た
い
と
乞
う
た
が
、
武
帝
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
も



含
め
て
沈
燗
は
、
以
前
か
ら
屡
屡
辞
官
帰
養
を
求
め
て
い
た
が
、
そ
の
何
れ
も
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
指
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

そ
の
も
う

一
つ
は
、
旧
来
と
異
な
る
孝
観
念
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
文
帝
は
、
『礼
記
』
の

「規
定
」
を
否
定
す
る
に
際
し
、

そ
れ
を
必
ず
し
も
孝

(家
礼

・
私
)
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
か
た
ち
で
行

い
、
さ
ら
に
沈
燗
伝
に
は
、
右
の
詔
答
の
後
に
、

文
帝

又
重
其
才
用
、
欲
寵
貴
之
。
会
王
琳
入
冠
大
雷
、
留
異
擁
拠
東
境
。
帝
欲
使
燗
因
是
立
功
。
乃
解
中
丞
、
加
明
威
将
軍
、
遣
還
郷
里
、
収

合
徒
衆
。

　
ね
レ

と

あ

っ
て

、
沈

燗

が
官

界

に

お

い
て

"
栄

"

と

、

そ

れ

に

必
然

的

に

附
随

す

る

"
利

"

と
を

ふ

た

つ
な

が

ら
手

中

に

し

や

す

い
よ

う

に

お

膳
立

て

し

て

い
る

。

こ

の

一
連

の
文

帝

が

取

っ
た
処

置

を

頭

に
お

い

て
、

も

う

一
度

、
右

掲

の

詔
答

を

見

る

と

、

「
用
脂

朝

栄
」

と

あ

る

の

は

、
具

体

的

に

は

(沈

燗

の

母

が

)
、
沈

燗

が

官

界

に

あ

っ
て

"
栄

"

と

そ

れ

に

必
然

的

に

附

随

す

る

"
利

"

と

を

手

に

入

れ

る

の
を

見

る

、

と

い

う

こ

と
を

述

べ

た

も

の

に
他

な

ら

な

い
と

さ

れ

よ

う

。

か

く

て
陳

の
文

帝

は

、
孝

と
官

界

に

あ

っ
て

"
栄

"

と

"
利

"

を

求

め

る

こ

と

は

必
ず

し

も

矛
盾

し

な

い
と

す

る

、
旧

来

と

は
異

な

る
孝

観

念

を

提

出

し

、

こ

の
観

念

を

提

示

す

る

の

み

に
止

ま

る

の

で

は

な

く

、
具

体

化

し

た

こ

と

が

了
解

さ

れ

る

の

で

あ

る
。

こ
こ

に

お

い

て
皇

帝

は

、
忠

と

孝

は
究

極

に

お

い
て
両

立

し
得

な

い
と

す

る
忠

と
孝

を

め

ぐ

る
現

実

、
理

念

を

踏

え

つ

つ
も

(
既
葬

か
否

か
を

め

ぐ

る

問

題

を

除

け

ば

)
、

現

実

的

に
も

、

そ

し

て
理

念

的

に
も

、
旧

来

の
孝

観

念

か

ら

解
放

さ

れ

て
、

官

吏

に
対

し

て

ほ

ぼ

無

限

に
忠

を

要

求

し

う

る

よ

う

に

な

っ
た

の

で
あ

る
。

の

東
晋
南
朝
の
士
人
の
孝
と
公
権
力

晋
代
と
異
な
り
南
朝
歴
代
の
皇
帝
は
、
官
吏
に
対
し
て
厳
し
く
忠
を
要
求
す
る
こ
と
が
多
く
な

っ
た
。
南
朝
も
後
半
に
な
る
と
、
孝
と
官
界
に
お

い
て

"栄
"
と

"利
"
を
求
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
孝
観
念
が
提
出
さ
れ
、
か
つ
具
体
化
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

皇
帝
の
側

の

一
連
の
動
き
を
説
明
す
る
に
際
し
て
、
こ
れ
を
当
時
の
士
人
の
お
か
れ
て
い
る
情
況
と
は
全
く
隔
絶
し
た
、
皇
帝

の
側
か
ら
す
る

一
方

へ
け

　

的

な

も

の

と

す

る

の

は

、

恐

ら

く

正

し

く

な

い
。

そ

こ

に
は

、

こ

の
よ

う

な
皇

帝

の
側

の
動

き
を

許

容

す

る

よ

う

な
情

況

が

、

い

い
か

え

れ
ば

公
権

力

に
対

す

る

あ

る
種

の

「
弱
味

」

が
士

人

の
側

に

も
生

じ

つ

つ
あ

っ
た

こ
と

が

予
想

さ

れ

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と

思

う

。

そ

れ

は

も

ち

ろ

ん

、
南

朝

の
士

人

が
総

体

と

し

て

、
孝

道

の
実

践

に

不
熱

心

に

な

っ
た

と

い
う

こ
と

で
は

な

い
。

こ

の

こ
と

は
南

朝

歴

代

の
正

史

を

一
読

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

容
易
に
理
解

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
姫
。
士
人
側
に
生
じ
た
公
権
力
に
対
す
る

「
弱
味
」
と
し
て
は
・
色
色
な
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
磨

現
段
階

で
は

遺
憾
な
が
ら
こ
れ
が
新
し
い
孝
観
念
形
成
の
直
接
的
な
要
因
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
遠
因
と
し
う
る



か
も
し
れ
な
い
事
象
を
将
来
の
考
察
に
資
す
る
意
琳
で

不
涜
分
な
カ
ら
述

く
て
員
た
じ
、

晋
代

(
と
く
に
西
晋
代
)
の
士
人
と
南
朝
の
士
人
と
で
は
、
孝
道
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
時
の
政
権
に
対
処
す

る
際
、
そ
の
方
法
に
相

違
が
見
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
孝
と
官
界
に
お
い
て

"栄
"
や

"利
"
を
求
め
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
と
す
る
だ
け
に
、
孝
が
絡
ん
だ
際
、

(官
吏
た
る
)
士
人
は
も
と
も
と
公
権
力
に
対
し
て
遠
心
的
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
南
朝
に
な
る
と
、
逆
の
面
が
現
わ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
南

朝
の
士
人

は
孝
を
完
全
な
も
の
と
す
べ
く
、
か
え
っ
て
公
権
力
の
求
心
力
に
応
ず
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
父
母
が
年
老

い
て
孝
養
を
尽
そ
う
と

す
る
に
際

し
て
、
積
極
的
に
仕
官
を
求
め
た
り
、
実
入
り
の
多

い
地
方
官
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
が
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
例
は
、
東
晋
以

後
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『晋
書
』
巻
八
十
二
孫
盛
伝
に
、
孫
盛
に
つ
い
て
、

起
家
佐
著
作
郎
。
以
家
貧
親
老
、
求
為
小
邑
、
出
補
渕
陽
令
。

と
あ
り
、

『晋
書
』
巻
八
十
九
羅
企
生
伝
に
、
羅
企
生
に
つ
い
て
、

初
拝
佐
著
作
郎
。
以
家
貧
親
老
、
求
補
臨
汝
令
。

と
あ
り
、

「宋
書
』
何
子
平
伝
に
、
何
子
平
に
つ
い
て
、

(顧

)
観
之
又
勧
令
以
母
老
求
県
。

と
あ
り
、
同
じ
く
巻
九
十
二
院
長
之
伝
に
、
院
長
之
に
つ
い
て
、

初
為
諸
府
参
軍
、
除
員
外
散
騎
侍
郎
。
母
老
、
求
補
嚢
垣
令
。

と
あ
り
、

『宋
書
』
巻
九
十
二
良
吏
、
王
鎮
之
伝
に
、
王
鎮
之
に
つ
い
て
、

以
母
老
求
補
安
成
太
守
。

と
あ
り
、
『宋
書
』
巻
九
十
三
隠
逸
、
陶
潜
伝
に
、
陶
潜
に
つ
い
て
、

親
老
家
貧
、
起
為
州
祭
酒
。

と
あ
り
、
『南
斉
書
』
張
岱
伝
に
、
張
岱
に
つ
い
て
、

出
補
東
遷
令
。
時
殷
沖
為
呉
興
、
謂
人
日
、
張
東
遷
、
親
貧
須
養
。
所
以
栖
遅
下
邑
。

と
あ
り
、
『南
斉
書
』
巻
三
十
四
沈
沖
伝
に
、
沈
沖
に
つ
い
て
、

泰
始
初
、
以
母
老
家
貧
、
啓
明
帝
得
為
永
興
令
。



と
あ
り
、
『南
斉
書
』
巻
三
十
九
劉
鳳
伝
に
、
劉
職

に
つ
い
て
、

後
以
母
老
閾
養
、
重
舞
彰
城
郡
丞
。

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
四
十
三
何
昌
宇
伝
に
、
何
昌
宇
に
つ
い
て
、

母
老
求
禄
、
出
為
湘
東
太
守
、
加
秩
千
石
。

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
巻
四
十
三
謝
蒲
伝
に
、
謝
藩
に
つ
い
て
、

建
元
初

、
転
桂
陽
王
友
。
以
母
老
須
養
、
出
為
安
成
内
史
。

と
あ
り
、
『
南
斉
書
』
五
十
四
高
逸
、
藏
栄
緒
伝
に
、
関
康
之
に
つ
い
て
、

初
、
栄
緒
与
関
康
之
倶
隠
在
京
口
、
世
号
為
二
隠
。
康
之
字
伯
愉
、
…
…
以
墳
籍
為
務
。
四
十
年
不
出
門
。
不
応
州
府
辟
。
宋
太
始
中
、
徴
通

直
郎
、
不
就
。
晩
以
母
老
家
貧
、
求
為
嶺
南
小
県
。

と
あ
る
。
ま
た
公
権
力
の
側
か
ら
、
親
に
対
す
る
侍
養
に
資
す
べ
く
、
人
事
の
う
え
で
積
極
的
に
便
宜
を
与
え
る
こ
と
も
あ

る
。
『梁
書
』
巻
五
十

三
良
吏
、
伏
晦
伝
に
、
伏
晦
に
つ
い
て
、

尋
除
東
陽
郡
丞
。
秩
満
為
鄭
令
。
時

(父
)
曼
容
已
致
仕
。
故
頻
以
外
職
処
晦
、
令
其
得
養
焉
。

　
レ
　

と
あ
る
。

東
晋
南
朝

に
入
っ
て
見
ら
れ
る
、
右
の
よ
う
な
士
人
の
公
権
力
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
は
更
に
進
ん
で
、
父
母
に
対
す
る
孝
養
に
欠
け
る
可
能
性

が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
権
力
に
対
し
て

(物
質
的
給
付
を
廻
避
し
て
)
遠
心
的
な
態
度
を
持
す
る
の
は
、
孝
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
む

し
ろ
不
孝
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
士
人
の
側
に
も
生
じ
さ
せ
つ
つ
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『南
斉
書
』
巻
五
十

四
高
逸
、
宗
測
伝
に
、

宗
測
に
つ
い
て
、

測
少
静

退
、
不
楽
人
間
。
歎
日
、
家
貧
親
老
、
不
択
官
而
仕
、
先
哲
以
為
美
談
。
余
綱
有
惑
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
宗
測
は
、
(隠
逸
的
士
人

で
あ

っ
た
だ
け
に
)
右
の
風
潮
に
対
し
て
や
や
と
ま
ど

い
を
見
せ
て
い
る
が
、
『陳
書
』
巻
二
十
六
徐

陵
伝
に
よ
れ
ば
、
徐
陵
は
太
清
二
年
に
東
魏
に
使
し
た
。
そ
の
留
守
中
に
侯
景
の
乱
が
起
り
、
父
が
建
康
城
に
囲
ま
れ
て
し
ま

っ
た
。
し
か
し
徐
陵

は
、
侯
景
の
乱
や
東
魏
滞
在
中
に
北
斉
の
受
禅
さ
わ
ぎ
な
ど
が
生
じ
た
た
め
に
、
南
帰
が
お
く
れ
て
し
ま

っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
梁
の
元
帝

が
江
陵
に
承
制
し
、
北
斉
と
国
交
が
開
か
れ
た
。
徐
陵
は
し
き
り
に
南
帰
を
求
め
た
け
れ
ど
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
徐
陵
は
、
北
斉
朝
の
要



路
の
大
官

で
あ
る
尚
書
僕
射
楊
遵
彦

に
書
を
致
し
て
南
帰

の
実
現
さ
れ
ん
こ
と
を
求
め
た
。
そ
の
書
簡
の
中
で
徐
陵
は
、

常
謂
択
官
而
仕
、
非
日
孝
家
。
択
事
而
趨
、
非
云
忠
国
。

と
い
っ
て
い
る
。

以
上
は
東
晋
南
朝
の
士
人
達
が
、
孝
を
完
遂
す
る
た
め
、
"栄
"
と

"利
"
は
孝
と
矛
盾
す
る
と
い
う
孝
観
念
に
お
け
る

"利
"
を
取
り
の
ぞ
い

た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
『顔
氏
家
訓
』
巻
下
渉
務
篇
第
十

一
に
、

江
南
朝
士
因
晋
中
興
、
南
渡
江
、
卒
為
羅
旅
。
至
今
八
九
世
、
未
有
力
田
。
悉
資
俸
禄
而
食
耳
。
仮
令
有
者
、
皆
信
童
僕
為
之
。
未
嘗
目
観
起

一
擾
土
、
転

一
株
苗
。
不
知
幾
月
当
下
、
幾
月
当
収
。
安
識
世
間
余
務
乎
。

と
あ
る
。
西
晋
の
官
吏
と
東
晋
南
朝
の
官
吏
の
経
済
基
盤

い
か
ん
に
つ
い
て
は
、
な
お
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
軽
軽
し

い
比
較
は
慎
ま
な
く
て

は
な
ら
な

い
が
、
そ
の
多
く
は
豪
族
を
出
身
母
胎
と
す
る
士
人
を
中
核
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
西
晋
の
官
吏
と
、
流
寓
の
北
来
士
人
を
中
核
と
し

て
構
成
さ
れ
た
東
晋
南
朝
の
官
吏
と
で
は
、
前
者
に
比
し
た
際
、
後
者
の
経
済
基
盤
の
低
下
は
避
け
が
た
か
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と

も
前
者
に
比
し
て
、
後
者
の
場
合
そ
の
経
済
基
盤
の
低
下
を
見
た
も
の
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
史
料
に
は
誇

　
　

　

張
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も

一
面
の
真
実
を
伝
え
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ

で
、
越
智
重
明
氏
は
、
後
漢
末
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
た
所
謂
仁
孝
前
後
論
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
魏
晋
南
朝
の
孝
が
物
質
的
奉
養
を
中
心

と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
「か

つ
て
曾
子
は
、
孝
に
三
種
類
あ
る
。
大
孝
は
親
を
尊
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
次
は
辱
し
め
な
い
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
下
は
能
く
養
う
こ
と
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
後
漢
以
来
孝
の
中
心
を
物
的
奉
養
と
す
る
こ
と
が
生
じ
た
わ
け
で
あ
る
。」
と
し
て
お

ハ
ね
　

ら
れ
る
。

こ
れ
は
右
と
の
関
連
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
節

で
述
べ
た
西
晋
の
士
人
と
東
晋
南
朝
の
士
人
の
間
で
見
ら
れ
る
、
孝
が
絡
ん
だ
際
の
公
権
力
に
対
す
る
対
応
の
相
違
は
、
西
晋
の
士
人
と

東
晋
南
朝

の
士
人
と
の
経
済
基
盤
の
相
違
と
、
孝
が
専
ら
物
質
的
奉
養
に
よ

っ
て
完
成
さ
れ
る
と
す
る
と
こ
ろ
と
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

む

す

び

小
論
で
述
べ
た
こ
と
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。



晋

と
南

朝

と

で

は

、
忠

と
孝

の
何

れ

を

先

に

す

べ
き

か

と

い
う

こ
と

で
相

違

が

見

ら

れ

る

。

南

朝

に
な

る

と

歴

代

の
皇

帝

は

、
忠

義

の
奨

励

を

意

図

し

て

、

あ

る

い
は
人

才

主

義

を
押

し

出

す

と

い
う

か

た

ち

で
、

忠

よ

り

も

孝

を
重

視

す

べ
し

と

し

た

「
清

議

」

・

「
郷

論

」

の
対

象

と

な

る
不

孝

に

つ

い
て

の

「
規

定

」

を

否
定

す

る

こ
と

が

あ

っ
た

。

ま

た

旧

来

、

忠

を

選

択

す

る

か

孝

を

選

択

す

る

か

は
、

原

則

と

し

て

(官

吏

た

る

)
士

人

の

選

択

に
委

ね

ら

れ

て

い
た

「
二

親
生

離
」

の
事

例

に

つ
い

て
も

、

孝

を

選

択

す

る

こ
と

を

許

さ

ず

、

一
律

に
忠

を

選

択

す

べ

し

と

し

て

い
る

。

さ

ら

に
南

朝

も
後

半

に

な

る

と

、

皇
帝

の
側

か

ら

、

旧

来

と

は

異

な

る

孝

観

念

が

提

出

さ

れ

、

そ

れ

を

単

に
観

念

の
段
階

に
止

め

て
お

く

の

で
は

な

く

、

具
体

化

し

て

い
る

。

す

な

わ

ち

、

旧

来

の
孝

観

念

を

形

成

す

る

も

の

に
、

真

の
孝

道

の
実

践

と

、

官

に
あ

っ
て
公

権

力

か

ら

の
物
質

的

給

付

(
禄

)

を

求

め

る

こ
と

(
"

〃
利

"
)

と

、

一
身

の
立

身

を

は

か

る

こ
と

(
　

"
栄

"
)
と

は
予

盾

す

る
も

の

で

あ

る

と

す

る

理

念

の
存

在

が

あ

っ
た

。

こ
れ

に
対

し

て

陳

の
文

帝

は

、

右

の

理

念

を

否

定

し

て
、

孝

と

官

界

に
あ

っ
て

"
栄

"

と

"
利

"

を

求

め

る

こ

と

は

、
決

し

て
予

盾

す

る

も

の

で
は

な

い
と

す

る
新

し

い
孝

観

念

を

打

ち

出

し

、

さ

ら

に

こ
れ

を

単

に
観

念

の
段
階

に
と

ど

め

て

お
く

の

で

は

な

く

、

具
体

化

し

て

い
る

の

で
あ

る

。

こ

こ

に
お

い

て
皇

帝

は

、

(
士

人

も
含

む
官

吏

た

る

)

臣

下

に
対

し

て
、

(
既

葬

か
否

か
を

め

ぐ

る
問

題

を

除

け
ば

)

現

実

的

に
も

理

念

的

に
も

、

ほ
ぼ

無

限

に
忠

を

要

求

し

う

る

よ

う

に
な

っ
た
。

小

論

で
は

、

さ

ら

に
、

右

に
述

べ

た
よ

う

な
皇

帝

側

の
動

き
を

生

起

せ

し

め

た
原

因

の

ひ

と

つ
を

、

西
晋

と

比
較

し

た

際

、

東

晋

南

朝

に

な

る
と

、

公

権

力

を

媒

介

と

し

な

け

れ

ば

孝

を

十

分

に
実

行

で

き

な

く

な

っ
た
士

人

の
数

が

ふ

え

て

き

た

と

い
う

こ
と

、

い

い
か

え

れ

ば

、

士

人

の
側

も

孝

と

"
利

"

と

は

予

盾

す

る

も

の
だ

と

す

る
理

念

を

、
自

ら
放

棄

し

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
情

況

に

お

か

れ

る

こ
と

が

多

く

な

っ
た
と

い

う

こ

と

に
求

め

た
。

こ
れ

は

当

時

の
孝

の
内

容

が

、

物

質

的

奉

養

と

い
う

こ

と
を

中

心

と

す

る

も

の

で
あ

っ
た

こ
と

と

、

西

晋

の
士

人

と

東

晋

南

朝

の
士

人

と

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

が

お

か

れ

て

い
る

経

済

情

況

に
違

い
が

生

じ

た
結

果

で
あ

る

、
と

考

え

ら

れ

る

(
こ

れ

は
州

大

中

正

の

と

る

郷

党

の
輿

論

の
矯

少

化

と

も

相

応

ず

る

と

こ
ろ

が

あ

ろ

う

。
)
。



註(
1
)

尾
形
勇
氏

、
『中

国
古
代

の

「家
」

と
国
家
」
、
と
く

に
第
四
章

「
「家
』

と
君
臣
関
係
」

参
照
。
小
論
を
編
む

に
当

り
、

こ
の
著
書

か
ら
種
種
益

を
受

け
た
。

(
2
)

越

智
重

明
氏

、
「魏

晋
南
朝

の
貴
族
制
」

四

一
頁
～
四
三
頁
。

(
3
)

越

智
重

明
氏

、
「清

議
と
郷
論
」

(
『
東
洋
学
報
」
四
八
-
1

)
参
照
。

(
4
)

ど

の
よ
う

な
行
為

が

「
清
議
」

・

「
郷
論
」

の
対
象
要
件

と
な

っ
た
か

に

つ
い
て
は
、
宮
川
尚

志
氏

、
「
中
正
制
度

の
研
究
」

(
「
六
朝
史
研
究
-

政
治
社
会
篇

1
」
第

四
章

)
及
び
前
掲

、
「
清
議
と
郷
論
」

に
豊
富

に
例
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

(
5
)

こ
れ
は
も
と
も
と
力
役

に

つ
い
て
の
も
の

で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
転
義
し

て
、
官
吏

の
国
政
服
務

に
関
す
る
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
当
時
任
官

は
皇
帝

に
対

す
る
力
役

の

一
種

と
考

え
ら
れ

て
い
た
。

(
6
)

前

掲
、
「清
議

と
郷
論
」
参

照
。

(
7
)

ち
な
み
に
、
『晋
書
」
巻

一
百
十
慕
容

僑
載

記
を
見
る
と
、

廷
尉
監
常
緯
上
言

、
大
燕
錐
革
命

創
制

、
至
朝
廷
錐
護
、
亦
多
因
循
魏
晋
。
唯
祀
父
不
敏
葬
者
、
独
不
聴
官
身
清
朝
。
斯
誠
王
教
之
首

、
不
刊
之
式
。

と
あ
る
。

な
お
、
喪

服
礼

の
変
除
過
程

に
お

い
て
、
始
喪
よ
り
葬
に
至
る
三

ヶ
月
が
最
も
厳
重
な
制
約
を
受
け
る
が
、
既
葬
後
、
卒
実

の
礼
を
境
堺
と

し
て
喪
服

は
よ
ほ

ど
緩
和

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
葬

送
と

い
う
段
階

が
喪
服
変

除
過
程
の
中

に
お
け
る
最
も
大
き
な

一
時
期
を
画
す
る
も

の
で
あ

る
、
と

い
う
観
念

が
存

す
る
。
(藤
川
正
数
氏

、
『魏
晋
時
代

に
お
け
る
喪
服
礼
の
研
究
」

三

一
六
頁
ー
三

一
八
頁
。
)

(
8
)

周

一
良
氏
は

「
両
晋
南
朝
的

清
議
」

(
『魏
晋
晴
唐
史
論

集
』

二
所
収

)
に
お

い
て
、
「
二
親
生
離
」

を
め
ぐ
る
問
題
も

「清
議
」

・

「
郷
論
」

に
か
か
る
も

の

と
さ
れ
て
い
る
が

、
疑
問

で
あ
る
。

(
9
)

前
掲

、
「清
議
と
郷
論
」
参

照
。

(
10
)

前
掲

、
「清
議
と
郷
論
」
参

照
。

(
11
)

前
掲

、
『中
国
古
代

の

「家
」

と
国
家
」
参

照
。

(
12
)

当
時
、
父
母
が
老
年

で
あ

る
こ
と
を
理
由
と

し
て
、
新

し
く
任
ぜ

ら
れ
た
官
職
を
辞

退
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
れ
も

「以

父
母
年
老
請
解
職
」

と
同
じ
理
由

に
出
る
も

の
だ
と
考
え
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。

(
13
)

ち

な
み

に
、
陳

の
文
帝
は
沈
燗

の
任
官
地

で
あ

る
都

に
母
を
呼
び

よ
せ
て
、

一
緒

に
住

む
の
で
あ

る
か
ら
辞
官

に
及
ば

な
い
と

し
て

い
る
が
。
本
文

で
も
引

い

た

「梁
書
」
劉
孝
紳
伝

か
ら
も
う
か
が

わ
れ
る
よ
う

に
、
当
時

の
官
吏

は
、
就
官

に
際

し
て
、
家
族

(
も
ち
ろ
ん
母
も
含

む
。
)
を
伴

っ
て
官
舎

に
入
る
の
が
通

常

で
あ

っ
た
。
少

な
く
と
も
そ
う
す

る
こ
と

に
何

ら
障
害
は
な

か

っ
た
。
念

の
た
め
に
史
料

を
あ
げ

て
お
く
と
、

「初
学
記
』
巻

十
二
太
常
卿
第
十

三
に
引

く
、



「晋
起
居
注
』

に
、

安
帝

二
年

、
太
常
臨
川
王
宝
啓

、
府
舎
窄
狭

、
不
足
移
家

。
母
鐘
年
高

、
違
離
靡
寧

。
乞
還
家
摂
事

。
詔
聴

。

と

あ
り
、
『晋
書
」
巻
六
十
六
陶
侃
伝

に
、

陳
敏
之
齪
、

(劉

)
弘
以

(陶

)
侃
為
江
夏
太
守

、
加
鷹
揚
将
軍

。
侃
備
威
儀

、
迎

母
官
舎

。
郷

里
栄
之

。

と
あ

り
、
「陳
書
」
巻

三
十
陸
現
伝

に
、

初

、
(陸

)
瑳
之
侍
東
宮
也

(太

子
家
令

に
就
官

し
た
こ
と
を
指

す
。
)
、
母
随
在
官
舎

。

と

あ
り
、

「陳
書
』
巻

二
十
六
除
孝
克
伝

に
、

自
晋
以
來
、
尚
書
官
僚
皆
携
家
属
居
省

。

と

あ
る
。
就
官

に
際

し
て
家
族
と

と
も
に
官
舎

に
移

り
住

む
と
い
う
こ
と
が
、
陳
以
前

か
ら
の
例

で
あ

っ
た
こ
と
が
分
る
。
そ
れ
だ
け
に
旧
来
の
孝
観

念

(沈
畑

伝

で
は

「
家
礼
」

と
さ
れ

て
い
る
。
)
は
、
当
然

こ
の
こ
と
を

ふ
ま

え
て
形
成

さ
れ
、
あ
る

い
は
維
持
さ
れ

た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
れ
だ

け
に
、
陳

の
文
帝

は
辞

官

の
請
願
を
拒
否

し
、
あ

る
い
は
新

し

い
孝
観
念
を
提
出

す
る
に
際

し
て
、
右

の
例
を
巧

に
利
用

し
た
も
の
と

さ
れ
よ
う
。

(
14
)

た
だ

し
、
南
朝
歴
代

の
皇
帝

の
多

く
が
、
晋
代

の
皇
帝

と
異

な
り
、
士
人

で
は
な
く
武
人
身
出

で
あ

っ
た
こ
と
は
孝
慮

に
入
れ
て
お
か
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

(
15
)

ま
た
、
前
掲

、
「両
晋
南
朝
的
清
議
」
参

照
。

(
16
)

例

え
ば
南
朝

に
な
る
と
士
人

が
軍
事
力

を
喪
失

す
る
。
こ
れ
も
士
人

の

「弱
味
」

の
ひ
と

つ
と

さ
れ
よ
う
。

(
17
)

「南
斉
書
」
巻
七
東
昏
侯
本
紀

、
永

元
元
年

、
春
正

月
辛
卯

の
条

に
、

詔

三
品

(
二
品
?

)
清
資
官
以
上
応
食
禄
者

、
有

二
親
或
祖
父

母
年

登
七
十

、
並
給
見
銭

。

と

あ
る
。

こ
れ
も
公
権
力
が
孝
道

の
実
践

に
資

す
べ
く
、
金
銭
的
援
助
を
行

っ
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。

(
18
)

ま
た
、
「南
斉
書
』
巻
六
明
帝
本
紀
建
武

元
年

十

一
月
壬
辰

の
条

に
、

永
明
中

、
御
史
中
丞
沈
淵
表
百
官
年

登
七
十

、
皆
令
致
仕

、
拉
窮

困
私

門
。

と
も
あ
る
。

(
19
)

前
掲

、
「魏
晋
南
朝

の
貴
族
制
』

三
五
九
頁

ー
三
六
〇
頁

。

(
補
)

陳
代

、
「清
議
」

・

「郷
論
」

に
か
か
る
処

罰
は
皇
帝

の
詔
書
を

も

っ
て
具
体
化

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
事
態

は
梁
代

に
始

ま

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

前
掲

、
「清
議
と
郷
論
」
参
照
。

な
お
、
越
智
重
明
氏

は

「魏
晋
南
朝

の
人

と
社
会
」

に
お

い
て

『孝
経
』

の
孝

と
身

分
制

と
の
関
連
を
論

じ
て
お
ら
れ
る
が
、
脱
稿

の
と
き
は
未
見

で
あ

っ
た
。


